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開会の日時

年月日 平成23年３月23日 水曜日

開 会 午前10時５分

散 会 午後７時37分

場 所

第４委員会室

議 題

１ 乙第１号議案 沖縄県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する

条例の一部を改正する条例

２ 乙第２号議案 沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例

３ 乙第３号議案 沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例

４ 乙第４号議案 沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例

５ 乙第５号議案 沖縄県特別会計設置条例の一部を改正する条例

６ 乙第６号議案 沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

７ 乙第７号議案 沖縄県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例

８ 乙第８号議案 沖縄県財産の交換、出資、譲与及び無償貸付け等に関する

条例の一部を改正する条例

９ 乙第23号議案 沖縄県暴力団排除条例

10 乙第24号議案 沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例

11 乙第27号議案 交通事故に関する和解等について

12 乙第29号議案 配当異議請求事件の和解について

13 乙第30号議案 配当異議請求事件の和解について

14 乙第31号議案 配当異議請求事件の和解について
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15 乙第34号議案 包括外部監査契約の締結について

16 乙第35号議案 副知事の選任について

17 乙第36号議案 沖縄県教育委員会委員の任命について

18 陳情平成20年第60号、同第65号、同第76号、同第83号、同第85号、同第86

号、同第87号、同第91号、同第144号、同第150号、同第175号、第190号、

同第191号、同第200号、陳情平成21年第19号、同第38号、同第58号、同第

59号、同第66号、同第69号、同第88号、同第91号の２、同第100号、同第

103号、同第104号、同第110号、同第111号、同第120号、同第122号、同第

128号、同第144号、同第147号、同第171号、同第174号、同第175号、同第

、 、 、 、 、 、201号 同第202号 陳情平成22年第６号 同第９号 同第10号 同第12号

同第17号、同第18号、同第43号、同第61号、同第71号、同第82号、同第96

号、同第130号、同第141号、同第142号、同第158号、同第163号、同第168

、 、 、 、 、 、号 同第169号 同第192号 同第204号 陳情平成23年第６号 同第12号

同第16号、同第26号、同第27号、同第49号、同第53号

19 広報、危機管理及び消防防災について（東北地方太平洋沖地震に対する県

の対応について）

20 閉会中継続審査（調査）について

21 東北地方太平洋沖地震被害に対する支援体制の整備等を求める意見書の提

出について（追加議題）

22 東北地方太平洋沖地震被害に対する支援決議の提出について（追加議題）

23 北方領土問題の早期解決を求める意見書の提出について（追加議題）

24 離島の保全・支援等に関する意見書の提出について（追加議題）

出 席 委 員

委 員 長 當 間 盛 夫 君

副 委 員 長 山 内 末 子 さん

委 員 島 袋 大 君

委 員 吉 元 義 彦 君

委 員 照 屋 守 之 君

委 員 浦 崎 唯 昭 君

委 員 髙 嶺 善 伸 君

委 員 新 里 米 吉 君

委 員 前 田 政 明 君

委 員 金 城 勉 君
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委 員 糸 洲 朝 則 君

委 員 新 垣 清 涼 君

委 員 上 里 直 司 君

委員外議員 なし

欠 席 委 員

なし

説明のため出席した者の職・氏名

知 事 公 室 長 又 吉 進 君

基 地 対 策 課 長 親 川 達 男 君

企 画 部 長 川 上 好 久 君

交 通 政 策 課 長 下 地 明 和 君

土木建築部道路街路課副参事 照 屋 朝 和 君

出 納 事 務 局 会 計 管 理 者 米 蔵 博 美 さん

警 務 部 長 磯 丈 男 君

生 活 安 全 部 長 前 泊 良 昌 君

刑 事 部 長 古波蔵 正 君

捜 査 第 一 課 長 平 良 英 喜 君

暴 力 団 対 策 課 長 並 里 博 君

交 通 部 長 渡具知 辰 彦 君

ただいまから、総務企画委員会を開会いたします。○當間盛夫委員長

乙第１号議案から乙第８号議案まで、乙第23号議案、乙第24号議案、乙第27

号議案、乙第29号議案から乙第31号議案まで、乙第34号議案から乙第36号議案

までの17件、陳情平成20年第60号外63件、本委員会所管事務調査事項広報、危

機管理及び消防防災についてに係る東北地方太平洋沖地震に対する県の対応に

ついて及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。

、 、 、 、本日の説明員として知事公室長 企画部長 会計管理者 警察本部警務部長
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生活安全部長、刑事部長及び交通部長の出席を求めております。

まず初めに、乙第23号議案沖縄県暴力団排除条例について審査を行います。

ただいまの議案について、警察本部刑事部長の説明を求めます。

古波蔵正刑事部長。

平成23年第２回沖縄県議会（定例会）議案（その３）の○古波蔵正刑事部長

59ページ、乙第23号議案沖縄県暴力団排除条例について御説明申し上げます。

条例制定の経緯及び必要性について、御説明いたします。

現在、沖縄県の暴力団組織は、４代目旭琉会、沖縄旭琉会、東亜会２代目誼

興業の３団体が存在し、約750名の構成員が違法・不当な資金獲得活動を敢行

、 、しており これら暴力団員による不当な行為が県民生活に不当な影響を及ぼし

県民の安全かつ平穏な生活の確保を図る施策の推進が必要となっております。

平成20年には、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律―暴対法が

改正され、地方公共団体の責務として、暴力排除活動の促進に関する規定が新

たに整備されたことから、本県においても実情に沿った独自の暴力排除活動の

推進が必要となっております。

条例案の概要について御説明いたします。

第１章に総則として、暴力排除活動に関する施策を実施するとした県の責務

や、これに協力するとした県民の責務を明らかにしております。

第２章に暴力排除活動に関する基本的施策等として、県の事務又は事業にお

いて必要な措置を講ずることや、安心して暴力排除活動に取り組めるような保

護措置を行うこととしております。

第３章に青少年の健全な育成を図るための措置として、一定の保護対象施設

の周囲200メートルの範囲における暴力団事務所の開設または運営を禁止し、

これに違反した者に罰則を科すこととしております。

第４章に事業者による利益の供与の禁止等として、事業者が暴力団の威力を

利用することに対する金品等の利益供与を禁止し、違反した場合は、勧告、公

表等の措置をとることとしております。

第５章に暴力団員が利益の供与を受けることの禁止として、暴力団員や暴力

団員が指定した者が、事業者から利益の供与を受けることを禁止し、違反した

場合には、勧告、公表等の措置をとることとしております。

第６章に不動産の譲渡等をしようとする者の責務として、譲渡等をしようと

する不動産が暴力団事務所に使用されるものでないことを確認するなど、譲渡

等をしようとする者やその代理等をする者の必要な措置を義務づけておりま
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す。

以上が、条例案の概要であります。

なお、施行期日は、平成23年７月１日を予定しております。

以上で、乙第23号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いします。

刑事部長の説明は終わりました。○當間盛夫委員長

これより、乙第23号議案に対する質疑を行います。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

重複することがないように簡潔にお願いいたします。

質疑はありませんか。

上里直司委員。

それでは質疑をいたします。全国でも同趣旨の条例が制定さ○上里直司委員

れておりますが、全国の条例制定、各都道府県のほうで条例制定になった理由

というのは、沖縄の事情と少し異なるかと思うのですが、全国的に広がってい

る背景について御説明いただけますか。

やはり現在、弘道会を中心とします全国的な組織を持つ○古波蔵正刑事部長

、 、 。暴力団が 全国あちらこちらで抗争とか いろいろな問題を起こしております

今全国で、やはり暴力団排除運動の気運が高まってきております。したがいま

して、最も弘道会が中心となっている福岡県が真っ先に条例を制定いたしまし

た。それに続きまして、５つの県がもう既に本条例を制定しております。それ

から、既に議会のほうで議決を得て、20の道府県が４月施行ということで動い

ております。また、沖縄県を含む20の都府県につきましては、ことしの７月な

いし８月を目途にいたしまして、２月の議会のほうに上程していると承知して

おります。

今刑事部長が説明された組織が沖縄にもあるのか、また沖縄○上里直司委員

でも抗争のおそれがあるのかどうかについてお答えいただけますか。

弘道会につきましては、沖縄県ではまだありません。し○古波蔵正刑事部長

かし、沖縄旭流会、それから４代目旭流会、それから先ほど申しました東亜会

２代目誼興業など３つの組織があります。そして、やはりこういった資金源を
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求めて、いわゆる山口組とか弘道会などは全国に展開しようというわけであり

ますので、水面下ではその動きはございます。したがいまして、こういった組

織が地元の暴力団とその資金源を求める過程において摩擦を起こすという懸念

はあります。

その資金源については後で少し質疑しますが、その前に条例○上里直司委員

施行に当たってパブリックコメントを実施されておりますけれども、主な代表

的意見で結構ですので、どういう声が上がっているのか。それについての県警

察の対応というのはどのようになっているのかお答えいただけますか。

昨年の10月４日から11月４日までの１カ月間、本条例に○古波蔵正刑事部長

おけるパブリックコメントを実施しました結果、合計41件の意見が寄せられて

おります。その内容を申しますと、賛成意見が16件、それから条例案の強化や

早期制定を望む意見が22件であり、反対意見はありませんでした。主な意見で

ありますが、大変よい内容であり、条例の制定は早目に進めてもらいたい。あ

るいは条例が制定され、暴力団が壊滅することを願っているという意見が寄せ

られております。

これは他府県の条例制定に係るパブリックコメントも何件か○上里直司委員

拝見をいたしました。いずれも条例の強化を望む意見というのが、賛成意見を

上回っているのです。賛成であるけれども、条例のさらなる強化、対策という

のを望んでいる声があって、私も本条例―今回の提案された条例は、さらなる

強化が必要なのではないかと思う立場なのです。その意味で質疑をいたします

が、先ほど刑事部長がおっしゃった資金源という中で本条例でも述べられてい

ますが、暴力団員またはそれに関係する方が公共事業にかかわるケースがある

という想定をされているということなのです。そこでお聞きしたいのは、福岡

県と京都府も拝見いたしましたが、先駆けて条例を制定した県、府の条例を見

ますと、それだけ本条例の第５条の部分―県の事務及び事業における措置、こ

の部分が県の条例よりもかなり踏み込んだ内容になっているのです。ここは福

岡県の条例によると、皆さんと同じような項目だと、暴力団員または暴力団、

もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を県が実施する入札に参加させない

など、必要な措置を講ずるものとすると。なぜここまで踏み込んだ表現を、新

しく条例を制定する本条例が踏み込んでいないのかというのを御説明いただけ

ませんでしょうか。
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本条例は、暴力団を直接規制することではなくて、県民○古波蔵正刑事部長

が一丸となって沖縄県から暴力団を排除して、県民の安全かつ平穏な生活の確

保を目指しているものであります。したがいまして、条例の内容が県や県民等

の責務や、暴力排除活動のための各種施策を規定し、暴力排除活動に対する意

識づけをして、暴力団の活動を助長するような行為について規制をするという

ことであります。暴力団に的を絞った直接的な規制としましては、いわゆる暴

対法がございますので、当然県警察といたしましては、こういった暴対法や関

連する刑法関係を積極的に適用して、暴力団の取り締まりをやっていこうとい

う所存でありまして、この条例自体は、いわゆる県民全体に暴力排除の気運を

高めていこうという意思でつくっています。

ですから、先駆けてやった条例と、先ほど部長がおっしゃっ○上里直司委員

ていた―つまり本県においては懸念される組織がないものの、全国的に展開す

る組織が資金源を求めて集まってくる懸念を防ぐためとするならば、その資金

源という形でいくと、各府県の条例を見渡しても同じようなことについて述べ

られているのです。そこを外した理由というのが、私はあるはずだと思ってい

るのです。何らかの本県の事情にかんがみて外したのだろうと思っているので

すが、なぜそこまで踏み込まなかったのか。そこについてお聞きしたいと思っ

て質疑しております。

本条例につきましては、実は各県の暴力団情勢に基づい○古波蔵正刑事部長

てそれぞれ作成しているわけです。中には暴対法で一気に網をかければよかっ

たのではないかというのもありましたが、やはり各都道府県で暴力団の実態が

、 。違うということで 各県の実状に見合った条例をつくるということになります

現在、京都府、福岡県におきましては、公共工事に対して暴力団がかなり進出

しているという事情がございますので、京都府、福岡県などはその辺に強い規

制をかけたわけであります。県警察におきましても、当然公共工事は暴力団の

大きな資金源になりかねないということで、現在建設業者等から暴力団排除に

関する協定書に基づき、指名競争入札参加資格から暴力団を排除するための策

を講じております。

つまり、福岡県や京都府の場合は、現段階でもう入札に参加○上里直司委員

している事例が見つかっているというか、把握しているから、それを排除する

ために講じたのであって、本県においてはそういう事例がないからということ

なのでしょうか。
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まず今のところ、そういったことが顕著でないというこ○古波蔵正刑事部長

とでございます。

ですから、先ほどの説明ではそういう懸念を防ぐためにとい○上里直司委員

う、広がりを防ぐために―本県では当該組織がまだ展開をされていないという

ことだから、本当はここは入れるべきなのですよ。そういう実例がある団体が

全国展開しようとするわけだから、本当はそこは入れるべきだろうと私は今で

も思っています。そしてもう一つ、必要な措置を講ずるものとするというくだ

りがあるのですが、その必要な措置を講ずるというのは具体的にどういうこと

を指しているのか。特に第５条―県の事務及び事業における措置というところ

で、この条例が想定している措置の内容についてお聞かせいただけますか。

必要な措置と申しますのは、いわゆる県が実施する建設○古波蔵正刑事部長

工事に係る建設業者の指名停止等の措置要綱や、物品購入等に係る物品業者の

指名停止等措置要綱に規定する必要な措置が該当するということになります。

、 、具体的には 県の事務または事業の相手方に係る暴力団該当性の有無の確認や

現在、公共工事において行われている指名停止の措置のほか、契約後に暴力団

関係業者であることが判明した場合の解除権の設定を物品売買契約等にも適用

することなど、県の事務または事業に暴力団が介入することを防止するために

行う措置等が考えられます。

そうなると、この条例が及ぶ範囲というのは県ということで○上里直司委員

すから、もちろん知事部局の―陳情で後で聞きますが、出納事務局の中に入札

事務を行う事務がありますが、そこについてはこの条例で知事部局のあらゆる

ところにまで及ぶということなのでしょうか。

現在は会計部門や土木部門のところだけであるようです○古波蔵正刑事部長

が、この条例ができ次第、各部門との協定を結ぶため県側に窓口を設定してほ

しいという申し入れを今後行っていく予定であります。

本当は知事部局を代表するだれかが来てほしかったのです○上里直司委員

が、とにかくこれは公安委員会の皆さんが条例提案をされていますが、全体で

排除に向けた取り組みも必要であって―今回の私の質疑は公共工事の入札の部

分だけにとどまっていますが、とにかく新しい分野ですから、徹底した周知と
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各部局の事務に対しての取り組みを皆さんのほうからも要請して、知事部局に

対しても速やかな対応を期待したいと思っております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

照屋守之委員。

この条例の目的は県及び県民等の責務を明らかにすると、先○照屋守之委員

ほど刑事部長からありました。暴力団を排除するのに、県民とかが責任を負う

という、こういうものを明らかにするというのはおかしいのではないですか。

やはり暴力団の排除活動といいますのは、警察の力のみ○古波蔵正刑事部長

でできるものではございません。したがいまして、県を挙げて、あるいは県民

を挙げての暴力団排除活動が必要になってまいります。これまでの構図が警察

対暴力団という構図でありました暴力団排除活動に関しまして、その構図を社

会対暴力団という構図にもっていきたいというのが条例の趣旨でございます。

言わんとしていることは、社会を挙げて、県民を挙げてとい○照屋守之委員

うことはわかるのですが、県民側からすると、こういうものも含めて我々も責

任がありますよという自覚とか、あるいは―押しつけみたいになるのでしょう

ね。ですから、これも何らかの形で―この表現は何か一工夫必要ではないです

か。そう思いませんか。あなた方も責任ありますよ、皆さん責任ありますよ、

こういうものをやりましょうと条例で決めたら、我々は責任負えませんという

感じの部分がありますよね。協力してください、一緒にやりましょうというも

のはよいと思いますが。ですから、これをつくるときにどういう議論を経て、

こういう文案になったのですか。

委員の御指摘がございましたが、やはり県民全体が暴力○古波蔵正刑事部長

団を排除するというか、そういう気持ちを持っているわけではございません。

残念ながら、一部には共生者と言いまして、積極的に暴力団を支援する、ある

いは利益を提供する県民も中にはいるわけでございます。事業者もしかりでご

ざいます。これらを共生者と呼んでおりますが、したがいまして、こういった

人たちに対して警鐘を鳴らし、この条例でそういうことをしてはいけませんと

いうことを規定することによって、そういう人たちに暴力団に対する協力をや

めさせる、あるいは利益の供与をやめさせるというのがこの条例の目的であり

ます。
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一般県民は、普通常識的にはいろんな形で情報提供とか、排○照屋守之委員

除活動に対して協力をすると。しかし、中には逆にそういうものをバックアッ

プするという部分もあって、改めてこういう条例の中でこうしたほうがよいと

いうことになったわけですか。

はい、そうです。○古波蔵正刑事部長

第10条―暴力団事務所の開設及び運営の禁止、こういう規定○照屋守之委員

をそこに設けるということは、要するにそのほかであればよいということです

か。これは、どこもだめだよ、ということはできないのですか。

この200メートルの規定は、沖縄県青少年保護育成条例○古波蔵正刑事部長

の立場からこういうことになったのですが、もちろんその規制区域外にある暴

、 、力団事務所もあるわけですが この条例でこういった事務所を撤去することは

まずできないわけなのです―ではありますが、暴力団事務所の存在を許さない

というのが、暴力団排除活動の第一原則でありますので、既存の事務所とか、

こういった規制範囲外の事務所につきましては、これまでどおり地域住民や沖

縄弁護士会との連携の中で、暴力団事務所の使用差しとめや受け渡し等の仮処

分を積極的に支援して、暴力団事務所の撤去に努めるということにしておりま

す。

ですからちょっと中途半端じゃないですか。沖縄圏域すべて○照屋守之委員

で暴力団事務所は設置できませんという条例にしないと。この条例は、こうい

うところはだめですよ、ほかはよいですよと条例で認めているような感じでは

ないですか。そういうことになりませんか。相手はそのほかだったらよいので

はという解釈をしませんか。

確かにこの条例を検討する段階で、規制区域をさらに広○古波蔵正刑事部長

くすることも検討したところであります。しかしながら、財産権や結社の自由

との兼ね合いから、規制の範囲をこれ以上に拡大することは困難であると認識

しております。なお、本条例におきましては、県内全域で不動産の売却や賃貸

に関して、不動産所有者や業者等の責務を別途規定しております。したがいま

して、第10条の規定と相まって、暴力団事務所の開設及び運営に対し、相当な

効果を上げるものと認識しております。
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ですから基本的に―例えばこの法的なものと基本的人権と○照屋守之委員

か、今のような財産権や結社の自由を―憲法とかそういうところまでいくんで

しょう。こういうことは侵すことができないから、こういう形になるというこ

。 、 、とだと思うのですが そうであれば 例えば暴力団事務所という形でなくても

ある程度社会的にも害を及ぼさないという建前だったら、これはそういう取り

締まりとかできないのではないですか。ですから、この暴力団事務所という位

置づけ、ここが問題ではないですか。財産権や結社の自由については、県警察

は認めないといけないということになれば、何なのですか―この暴力団という

組織とか、そういう位置づけは何ですかという定義そのものから考えていかな

いと、非常に中途半端なことになりませんか。

休憩いたします。○當間盛夫委員長

（休憩中、照屋委員から、本来ならば沖縄県全域を規制範囲にすべきで

あると思っているが、そのように規定できない理由、例えば憲法で規

定されている基本的人権を侵害するおそれがあるのか等をもう一度説

明してほしい旨補足説明があった ）。

再開いたします。○當間盛夫委員長

古波蔵正刑事部長。

この第10条の規定を盛り込むに当たりましては、憲法第○古波蔵正刑事部長

22条の居住の自由、それから同第29条の財産権の保障に抵触していないかどう

かを慎重に検討しています。その結果、当該規制と居住の自由の関係において

は、暴力団事務所は居住のための施設ではないため、居住の自由には抵触しな

いと判断したところです……、休憩願います。

休憩いたします。○當間盛夫委員長

（休憩中に、古波蔵刑事部長から、200メートルの範囲について質疑し

ているのか、それとも、200メートルと設定した理由について質疑し

ているのかという確認があった。それに対して照屋委員から、200メ

ートルにとらわれずに、沖縄県全域を規制したほうがよいのではない

か、暴力団事務所はつくってはいけないと条例でうたったほうがよい

のではないか、なぜ規制する区域を条文に規定するところだけに特定
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するのかという補足説明があった ）。

再開いたします。○當間盛夫委員長

古波蔵正刑事部長。

先ほども申し上げましたけれども、暴力団事務所の全面○古波蔵正刑事部長

撤去といいますか、どこにもつくらせてはいけないというのは、暴力団排除運

動の基本理念であるわけです。ただし、それができないのは、先ほど申しまし

た財産権とか、結社の自由とかそういう縛りがあるので、沖縄県全域にかける

ことはできないということであります。

なかなかやりたくてもいろんな縛りがあって、やむにやまれ○照屋守之委員

ぬ措置ということですね。わかりました。

この条例をつくって、予算的には―平成23年７月からの施行ですよね。そう

すると具体的に、どういう予算を使って、どういう活動が行われて、県民も責

務を感じて一緒にやろうとか、取り組みはどうなっていくのですか。

この本条例は、県民、業者に対して努力義務を課してい○古波蔵正刑事部長

るわけでありますので、まず最初にすべきことは、この条例の内容を周知する

ことだと思います。したがいまして、広報啓発活動が中心になってくるかと思

いますので、現在、広報啓発活動費につきまして検討しているところでありま

す。また、財団法人暴力団追放沖縄県民会議におきましても、その必要な費用

を計上しているところであります。

特に県警察の体制―人員の配置とか、条例を施行するに当た○照屋守之委員

ってそういうものを強化をしていく、あるいは体制づくりをしていくとか、県

警察内部の体制づくりにも影響してきますか。

現段階では、沖縄県暴力団排除条例に関しまして、警部○古波蔵正刑事部長

１名を暴力団対策課に配置をして、条例が制定された後の体制について検討を

させているところであります。

それと、それぞれの警察署がありますよね。我々のところに○照屋守之委員

はうるま警察署があるし、石川警察署があるし、名護警察署もありますね。そ

ういうところとこの条例との絡みでの連携―県警察本部との連携で、それぞれ
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の警察署はどうなっていくのですか。

所轄独自の広報啓発、あるいは市町村と連携した暴力団○古波蔵正刑事部長

排除活動をすることになるわけですが、現段階では、暴力団担当の人員をふや

すか、そういうことはまだ検討されておりません。

今それぞれの警察署の刑事課とか、そういうところと連携し○照屋守之委員

て、条例ができた後は地域に対する周知とか、あるいはいろんな取り組みをし

ていくということになるのですか。

そのとおりです。○古波蔵正刑事部長

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

山内末子委員。

手持ちの新聞記事を見ますと、暴力団の犯罪が過去５年間ふ○山内末子委員

えている傾向にあります。暴対法が施行されても今なおふえ続けているのは、

よっぽど暴力団の皆さんもいろいろと手法を変えながら、考えながらやってき

ているということに対して、この暴対法ですとか、対策がついていけないとい

う状況があるのでしょうか。そのような傾向があるのかどうか、その辺につい

て刑事部長の見解をお聞かせください。

従来の暴力団犯罪といいますのは、ゆすりたかりという○古波蔵正刑事部長

たぐいの、いわゆる伝統的資金源を求めての犯罪でありました。しかし、現在

の暴力団の犯行といいますのは、各種公的寄附制度を悪用した詐欺など、時代

の変化に応じたさまざまな資金源獲得をしているわけです。いわゆる潜在化し

ている、巧妙化しているというのが実態であります。したがいまして、それを

掘り起こして事件化をしているわけでありまして、やはり相手方もいろいろな

知恵を使って非常に巧妙化しているということが、検挙がなかなか伸びない一

つの理由かと思います。

今の傾向に対応して、この条例を施行していくわけですけれ○山内末子委員

ども、この条例がそういった傾向に対して対応できる条例になっているかとい

うのが、今見ててもその辺が少し弱いのかなという感がいたしますけれども、

その辺についてはどうなのでしょうか。
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この条例は、暴力団を直接取り締まるという規定ではな○古波蔵正刑事部長

くて、暴力団を取り締まる直接な法的根拠は暴対法です。この条例はあくまで

も県を挙げて―県民を挙げて暴力団排除活動に取り組みましょうということを

趣旨としておりますので、直接暴力団の取り締まりということにはならないの

ですが、ただし、県民の間に暴力団排除の気運が高まっていけば、当然いろん

な情報が警察に寄せられる。そのことによって検挙、取り締まりが強化できる

という側面はあるかと思います。

全国的には今の暴力団に対して―全国的な傾向と沖縄県の特○山内末子委員

徴と、その辺の絡みはどうなのでしょうか。

暴力団の組織の現状を沖縄県と全国で比較した場合、沖○古波蔵正刑事部長

縄県は構成員が多いわけですね。他の県は共生者といいますか、準構成員とい

いますか、そういったものが多いわけです。なぜかと言いますと、暴対法によ

って構成員は縛りをかけることができますけれども、これを逃れるために杯こ

とをしない―いわゆる杯を交わして親分、子分の仲を組まないとか、そういっ

、 、たことを避けてわざと―暴力団にもかかわらず 構成員という形はとらなくて

暴力団の周りで動いて、そこでいろんな犯罪を起こすのが多いわけですね。犯

罪の状況でありますが、沖縄県と全国を比較しますと、沖縄県はまだ粗暴犯と

いいますか、ゆすりたかりのたぐいの犯罪が多いわけでありますが、全国のほ

うは公共工事への進出とか、そういった知能犯的な、潜在的な事案が多いと言

えるかと思います。

全国的にそういう知能犯が多い事案で、全国的な流れという○山内末子委員

のはやっぱり必ず沖縄にも入ってくるという傾向はあると思うのですよね。そ

ういった感覚からしますと、それをとにかく取り締まるのはもちろん県警察で

やるのでしょうけれども、県民を挙げて条例をつくるのですから、もう少し条

例的にも―これは取り締まりにはならないとおっしゃいますけれども、それだ

ったら条例をつくる意味もないのかなと思いますので、単なる防止活動ですと

か、理念的なものではなくて、もう少し具体的なものにも入っていけたらよか

ったのではないかなと思いますけれども、その辺はどうなのでしょうか。

先ほど申しましたように、この条例自体が直接暴力団を○古波蔵正刑事部長

取り締まる根拠にはなっておりません。それから、県民の意識を改革していく
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。 、 、ということを中心に作成されたわけです ただし 現段階はそうでありますが

今後の暴力団情勢によりましては、現条例よりもさらに一歩踏み込んだ条例も

検討する余地はあるわけです。そういうことでありますので、現段階ではこれ

が必要最小限の措置だということでございます。

とにかく―ではこの条例でしっかり暴力団から県民の生活、○山内末子委員

また命を守れるような、そういう条例につくり上げていければよいと思います

ので、それをお願いいたします。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

前田政明委員。

質疑を聞いていて―暴力団を取り締まる理由というのは何で○前田政明委員

すか。

やっぱり社会悪といいますか―当然のことですが社会悪○古波蔵正刑事部長

でありまして、それを警察が取り締まるということは当然だと思います。

質疑を聞いていて私が思うのは、社会悪の暴力団に市民権を○前田政明委員

与える条例になっているのではないかと。といいますのは、第14条で暴力団員

は―これが主語になっていて、何々を受けてはならないと。それからもう一つ

、 、 。は 暴力団事務所―今あるものは認めますよと それを県議会も含めて県民に

今ある暴力団事務所については、第10条は適用しないと書いてありますよね。

そうなると結局は、社会悪である暴力団員が主役になって、この便宜供与を受

けてはならないと―これは当たり前のことであって。そして、今ある暴力団事

務所に対して適用しないと。現在の事務所は仕方がないのだということを県民

が認める条例になっているのではないかと、私は今危惧しているのですけれど

もね。逆に言えば、今まで明文化されていないわけですから。そういう意味で

―逆の意味で言えば、この条例案は暴力団に市民権を与える条例案としても読

めるのではないかと危惧しているのですが、そこはどうですか。

我が国には暴力団という団体そのものを規制する法律が○古波蔵正刑事部長

存在しないということで、暴力団事務所の存在が直ちに違法とは言えない状況

であります。こうした状況を踏まえまして、本条例では青少年健全育成を図る

目的での暴力団事務所の開設規制や、それから不動産取り引きの観点からも暴

Ｈ23.03.23-03

総務企画委員会記録



- 16 -

力団事務所の開設規制に関する規定を設けまして、条例全体として暴力団事務

所の存在を肯定するものではないとしているところであります。

一時期暴力団抗争があって、那覇市議会議員であったときに○前田政明委員

暴力団対策特別委員会という委員会があって、日本共産党の儀間真勝氏が暴力

団対策特別委員会の委員長に珍しく選ばれて、私も一緒に運動したことがある

のですが、私が言いたいのは―皆さん社会悪と言いましたよね。社会悪を取り

除くためにはやっぱり市民運動。今ある事務所も世論の運動によってなくすこ

とができるのですよ。それを適用しないという形で―暴力団排除活動を広げる

名目にしながら、実際上は皆さん認めているのですよというところで、既存の

、 、暴力団が事件 事故を起こしたときに暴力団事務所を撤去せよという場合でも

逆に条例で、いや、もう既得権があるのですよということをなぜ条例化して認

めなければならないのかと。そういう面ではそれが足かせになるのではないか

というのが１つなのです。

それからもう一つは、暴力団を取り締まるのはなぜですかと私は聞いたので

す。社会悪だと。それなら、なぜ第14条に―ちょっと私も勉強不足なので、暴

力団員云々はと、なぜこれが主語になるのですか。暴力団員が利益の供与を受

けることを禁止するのは当たり前ではないですか。なぜここに暴力団員を認め

る規定を置くのですか。条例だったら市民権―すなわち暴力団員を是とする状

況でしょう。ですからこういう形は、逆に県民ぐるみの運動を含めてやる場合

の足かせになって、我々県議会が暴力団事務所を認めますよ、暴力団員も認め

ますよ、暴力団員さん、あなたは利益を受け取ってはいけませんよということ

を―そういう規定をなぜやるかと。これはこれまでの条例でないでしょう。そ

うすると、取り締まりという名目のもとに―県外やいろいろなところから来る

ことを名目にして、私は今いろんな質疑を聞いていて、これはもう市民権を与

えるものではないのかと。今の暴力団は仕方ないですよと。これは結社の自由

その他いろいろあって、これは取り締まりできませんよと。特に子供の云々と

いって200メートル以内はだめですよと言いながら、しかし今あるものは適用

しないですよと。なぜこの社会悪の事務所は適用しないということを、我々県

議会が、県民が認めなければいけないのか。そもそもそこのところがおかしい

なと思って、今質疑を聞いて―僕は余り深く考えていなかったけれども、結局

は社会悪である暴力団に現在の状況を是認する―すなわち、いろんな抗争が起

こり得ることもあるわけで、そういう面では市民運動も含めて、それを拘束す

るようなものとして読めるのではないかと思うのですが、どうですか。
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第14条の制定趣旨を御説明いたします。現在の暴対法第○古波蔵正刑事部長

９条で、暴力的不法行為の規制―例えば暴力員が威力を示しての不当要求行為

によりみかじめ料の要求をした場合に、そのみかじめ料を支払うものが被害者

的立場のときのみ、暴対法の第９条は適用されるわけです。しかし、被害申告

が全く期待できない―いわゆる共生者のような者が、積極的に暴力団に資金を

提供し、暴力団がこれを受けている場合には、この暴対法第９条が適用できな

いというのが現状であります。したがいまして、暴力団であれば、共生者から

の提供も含めて、共生者が任意に資金を提供することも含めて、この条文でも

って規制しようということであります。

直接的な取り締まりを行うのはこの条例ではないと。そして○前田政明委員

第12条、第13条ですよ。事業者は、その行う事業とありますけれども、それを

含めて利用してはいけないよと。暴力団員も利用されてはいけないよという形

になっているのはおかしい。それから、これは理念規定ですよね。

そうです。努力義務―努力規定です。○古波蔵正刑事部長

理念規定であれば、沖縄県では暴力団事務所の設置を認めま○前田政明委員

せんという理念規定としても、何も財産権を拘束するものにはならないと思い

ますよ。これは理念的なものだから。そういう面では、先ほどの他の委員が言

ってきた質疑は、私はそのとおりだと思うのですよ。理念規定としてやって、

あとは暴対法でやればよいわけで。理念規定であれば、沖縄のどこにも―ウチ

ナーの状況からして、暴力団事務所は要りませんよと理念規定としてうたえば

よいわけで、あとは県民の皆さん、一緒に社会悪である暴力団をなくしましょ

うとやればいいわけです。そういう面では、第14条でわざわざ暴力団員はと―

社会悪である暴力団員をこの条例に載せて、その社会悪の暴力団の拠点である

今の事務所を認めますよ、適用しないですよと。この趣旨が、暴対法でやるべ

きものを、暴力団の取り締まりという名目にしながら、実質的には、私に言わ

せれば、暴力団の取り締まりにならない。既存の暴力団を擁護する。そして暴

力団員に市民権を与えて、沖縄県議会が条例として暴対法でやるべきものをわ

ざわざ―暴力団員さん、何々してはいけませんよ。事業者の皆さん、暴力団員

を利用してはいけませんよというのはわかるのだけれども、ほかのところにわ

ざわざ第10条から第12条、第13条含めて、これはちょっと本当の意味での市民

運動として、私も暴力団対策特別委員会とかその他皆さんと一緒にやってきた

経験からして、率直に言ってこれは取り締まるものではない。市民権を与える
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ような結果になってしまうと思うのですけれども。とりわけ第10条を理念規定

でやれば、先ほど言った財産権とかその他には触れないのではないですか。

第10条は罰則規定でございまして、第10条に違反した場○古波蔵正刑事部長

合の罰則が設けられております。それから第12条、第14条につきましては、こ

れに違反したものに対しましては、公安委員会から勧告、そして勧告に応じな

い場合は公表するという措置をとりますので、そういった側面からの対応がで

きるということであります。

第10条については罰則規定ということで、どこに罰則がある○前田政明委員

のですか―第21条ですか。この第21条との関係を外せば理念規定として―第21

条の１年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するということを外せば、沖

縄のどこにも暴力団事務所をつくってはならないという規定はできるのでしょ

う。

暴力団事務所を規制する法律といいますのは、実は暴対○古波蔵正刑事部長

法の中で、抗争時に暴力団事務所の使用を禁ずるという規定しかないのです。

今回こういった200メートル以内に場所を指定しまして、事務所の新規開設あ

るいは運営を禁止したのは、この条例が、暴力団事務所に関する規制について

は初めてなわけですね。したがいまして、この第10条の規定というのは、暴対

法より踏み込んだものだと考えております。

ですから、そこは皆さんはそう考える。逆に言えば、先ほど○前田政明委員

言ったこれを規定するがゆえに財産権の侵害だという流れの中で、既存のもの

は認めますと、適用しませんと規定することがいいのかと。これを規定しなけ

れば何もないわけだから、我々認める必要もないし、自由に―手を縛らない。

いろんな運動もできる。けれどもこのように、暴対法でもできないものを踏み

込んでやろうとする皆さん。けれども逆に言えば、法的根拠―法律でさえ適用

できない活動の中で、いいことになるかどうかは別にして、逆に言えば今ある

ものは認めますよ、適用しませんよということで、既存の組織、既存の事務所

を認めることが果たして県民運動として―県民が運動の主体ですよ。そのとき

に、今ある事務所でさえ危険なのに、そこを我々は認められているのだよと。

条例でも認めているではないかと。あなた方は何を言っているかと。こういう

ことをもたらすような条例というのは、やはり暴力団の取り締まりに県民が立

ち上がろうとする場合に、今ある社会的悪の根源を―逆に言えば、ほかのとこ
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ろにこれから予想される危険を対象にするために、現在の状況を是とする。こ

ういう論理的構成がありますか。逆に言えば、暴力団は社会悪ではありません

よと。隣人ですよ、隣近所仲よくできますよと。ですから今ある200メートル

以内は認めます。しかし今後は認められませんよというものではないですか。

皆さんが踏み込むのはいいのですが、実質的に今ある暴力団事務所を認めるよ

うなことを県民の代表である我々に出しているわけですよね。ですから私は、

先ほど言ったように逆ではないですかと。理念規定であるならば、そういうと

、 、 、ころの評価を別にしても 現在あるものを認める そして県民運動を拘束する

そういうものについてはいかがなものかと。理念規定であれば全体を理念規定

にして、社会的悪である暴力団事務所は沖縄に置くべきではないという理念規

定にすれば、暴力団排除運動の前進にもなる。そういう面で適用しないという

ことを認めることは県民運動を拘束し、皆さんの言葉では社会的悪である現在

の暴力団事務所を容認することになる。この条例は―皆さんのねらう方向もあ

るかもしれないけれども、逆にそういう状況もあるということを、私は今議論

で思ったわけです。

先ほど申しましたように、暴力団事務所の撤廃はまさに○古波蔵正刑事部長

暴力団排除運動の根幹にかかわる部分でございまして、当然今までも県警察は

やってきましたし、これからも重点的にやるのは当然であります。しかしなが

ら、その暴力団事務所を撤去するという法律がない限り、なかなかそれはでき

ない。したがいまして、地元の住民の協力あるいは沖縄県弁護士会、そういっ

た人たちと連携して、既存の事務所あるいは適用外の事務所の撤廃運動を続け

ていくということは、これからもやっていく所存でございます。

今、議論を聞いてのものですけれども、私はやはり理念規定○前田政明委員

であるという面で懸念するのは、先ほど質疑をしましたけれども、逆に私ども

県議会が、第14条の暴力団員はということを主語とした条例案、そして200メ

ートル以内の既存のものについては、実質的には容認すると受けとめられるよ

うになっているのは、検討すべきではないのかということで終わります。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

浦崎唯昭委員。

議論しながら、よい暴力団排除条例ができればと思っており○浦崎唯昭委員

ます。提案理由の中で、県民の安全かつ平穏な生活の確保と書いております。
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まさにそのとおりでございますけれども、今前田委員からもありましたけれど

も、20何年前ですか―暴対法ができまして、私たち那覇市前島３丁目地域から

初めて訴えて、暴力団事務所を撤去させるための長い苦労がありましたけれど

も、撤去してきました。その後の地域の問題について、皆さん方のお考えはあ

りますでしょうか。撤去した後の地域の状況がどうなっているのかということ

です。これは暴対法の中にもありますけれども―暴対法の中で、我々は裁判で

訴えたわけですけれども、その後の―いわゆる米軍基地も、跡地については返

、 。 、還された後 県民の生活のためにきれいにしていますよね そういう意味でも

、 、暴対法で事務所を撤去はしたものの その後に地域は―現実を申し上げますと

排除されて以降、あの地域は静かな地域になってしまったのですよ。近寄る人

もいない怖いところ―このイメージが定着しておりまして、20数年たっても元

。 、 。には戻らない状況なのですよ 私はそう思うのですが 皆さんどう思いますか

暴力団事務所を撤去した後の地域における情勢でござい○古波蔵正刑事部長

ますが、当然警察といたしましては、再度暴力団が地域に来ないような監視体

制を強めることはもちろんでございます。地域住民と連携しながらそういう活

動を継続していくことで、地域の安全と平穏を確保するということになるかと

思います。ただし、ほかの県におきましては、そこを警察官の詰め所として運

用することもございます。沖縄県警察としては、二度とそこには帰さないとい

う運動を引き続き展開していきたいと思います。

うちの地域は―私もそこに生まれ育っているのですけれど○浦崎唯昭委員

も、自治会をつくるのが大変でしたけれども、それを契機に自治会もできて、

今日まで頑張ってさまざまな福祉活動もしているのですけれども、しかし町は

―先ほども申し上げましたように、怖い場所であるとか、イメージもよくなら

ないのです。刑事部長が先ほどおっしゃいました、暴力団がもう来ないとか、

そういう地域であるような感じがしますけれども、しかし、地域が発展してい

るかというと発展していないのですよ。とまりんもできた―我々はそれに期待

したけれども余り変わらない。やっぱりあの暴力団の抗争があって、高校生が

射殺されましたよね。そのイメージから抜けきれなくて、この地域は怖いとこ

ろだと。私もたまにタクシーに乗って帰ると、あそこは怖いところだから行か

ないほうがいいですよと言われるものですから。そういう意味で、その地域が

発展していくための応援も暴力団排除条例の中で検討していただけるようにな

ればありがたいなと思って質疑しているのですが。

県の行政と一緒になってやらなければならないことはわかるのですけれど
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も、条例の中でその辺の話も打っていただけると今後の励みにもなるなと。20

数年、あの地域は静かな地域なのですよ。ですからそういう意味で―暴力団排

除条例の中で、何とかその後の発展のための対策を―暴力団が来ない状況には

皆さんのおかげでなっていますけれども、ただし、まだ町は怖いところだとい

うイメージから抜けきれないのですよ。そういう意味を踏まえて、条例の中で

まちづくりのための御支援をいただけるような文言があればよいなと思うので

すけれども。

委員御指摘のとおり、確かに条例にその部分は載ってご○古波蔵正刑事部長

、 、 、ざいませんが 県警察といたしましては 当然その地域が安全・安心であれば

いずれいろんな人が集まってくる町にするために、警ら活動とかそういう警察

の計画を通じて、一生懸命側面からやっていきたいと思います。

警ら活動そのもので、即町が発展する状況にはならないので○浦崎唯昭委員

すよ。そういう意味で、この条例の中で入れていただいて、今後の発展のため

にも県警察は力を尽くす―応援しますよということがあれば、ありがたいとい

うことを要望して終わります。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

金城勉委員。

少し質問いたします。この第１条の目的の中に、不当な行為が○金城勉委員

県民生活に不当な影響を及ぼしていると記載されているのですけれども、具体

的にこの不当な行為というのは、どういう種類のものが現状ありますか。

不当な行為の定義でございますが、まずは暴力的不法行○古波蔵正刑事部長

為です。これは具体的には暴力とか、脅迫とかそういった個人の生命、身体、

財産に直接害を加える行為です。脅迫とか暴行、傷害といったものがございま

す。それ以外に県民等に不安や迷惑を及ぼすような反社会的行為を含むという

ことになっております。これはどういうものかといいますと、賭博開帳、ノミ

行為などがそれに当たります。また、町にたむろして、その場所に人を近づけ

ないといったことも不当行為に含まれております。

今いろいろとマスコミ等でも話題になったりしますけれども、○金城勉委員

例えばヤミ金融の問題とか、あるいは暴力団の資金源になるようなこととか、
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そういう具体的なものもありますか。

委員が今おっしゃいました無登録による貸金業で検挙し○古波蔵正刑事部長

た事案が、昨年は５件ございます。

やっぱりそういう資金源を求めて、当然そういう違法な、ある○金城勉委員

いは水面下の画策があるかと思うのですけれども、そういうことについての対

応あるいは啓蒙活動等々についてはいかがですか。

暴力団対策の今後の取り組みとか、課題かと承知をいた○古波蔵正刑事部長

しましたけれども、暴力団対策につきましてはいわゆる４つの柱―１つ目が暴

力団構成員等の徹底検挙。２つ目が資金源の封圧。３つ目が暴力団が所持して

いる拳銃等の武器の摘発。４つ目が暴力団の排除活動。この４本の柱を中心に

して暴力団対策を行っております。とりわけ暴力団組織の運営基盤を支えてお

ります資金源を封圧することに関しましては、重点的に行う必要があると思っ

ております。加えまして、現在審査していただいております暴力団排除条例が

施行された際には、この条例に基づきまして新たな暴力団対策を構築して、さ

らなる取り組みを強化していきたいと考えております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

新垣清涼委員。

先ほどの前田委員とも関連しますけれども、この200メート○新垣清涼委員

ルにした意味―なぜ200メートルなのか。そしてそれは直線距離なのか、道路

の距離なのか、その辺をちょっとお願いします。

まず200メートル以内とした理由でございますが、暴力○古波蔵正刑事部長

団事務所の立地規制は、青少年の健全な育成を図るために、学校や児童福祉施

設等の周辺において、暴力団事務所のない環境を整備するために設けた規定で

あります。同様に、青少年のための良好な環境の整備を目的として、風俗営業

等の規制及び業務の適正化等に関する法律―風営法において立地規制を200メ

ートルという形で設けておりまして、本条例はこの法律との整合を図ったもの

。 、 、 。であります なお 距離については 直線距離で半径200メートルであります

現在沖縄県には３団体、750名がいるわけですけれども、こ○新垣清涼委員
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の200メートル以内にそういう事務所及び事務所らしきものは現在あるのです

か

現在把握しております暴力団事務所の総数は、全部で50○古波蔵正刑事部長

カ所でございます。そのうちの33カ所が、今申し上げました立地規制区域内に

所在しております。

そうしますとこの規定からすると、その33カ所については既○新垣清涼委員

得権といいますか―変な言い方ですけれども、認めざるを得ないということに

なりますよね。

条例上はそうなりますが、それを是としているわけでは○古波蔵正刑事部長

ございません。条例でその規制区域内につくってはいけないということであり

まして、だからといってそれを肯定しているわけではございません。

皆さんの肯定しているわけではないという立場からすると―○新垣清涼委員

確かに県民もそうなのですが、この条例で適用しないということを明文化する

ことによって、そこは既得権を認めますよと相手側は主張してくると思うので

す。ですから、ここが非常に問題なのではないかなと思うのですが。皆さんそ

ういう意味であってもいいでしょうと―いいでしょうと刑事部長は立場上言う

ことはできませんが、暴力団排除運動は展開するけれども、この条文で県議会

も認めるということになってしまいませんか。

ただいまの委員のおっしゃることはわかるのですけ○並里博暴力団対策課長

れども、あくまでもこれは青少年の健全育成のために、200メートル以内にあ

っては困るという理念に基づいて、今後新設し、運営するものについては罰し

ますということであります。だからといって既得権を認める―法律上はどうし

ても既得権、財産権などがありますから、そこを後出しじゃんけんのように罰

はできませんけれども、かえってこの条例に基づいて好ましい状態ではないと

いう趣旨、理念でありますので、それをさらに理由にして、従来の撤去活動に

拍車をかけて、県警察も支援して、200メートル以内にはない状態にもってい

くということを、県警察として今後の住民運動等を支援していきたいと考えて

おります。

第10条第２項に、ただし、と条文が続いているのですが、先○新垣清涼委員
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ほどの浦崎委員からもありましたけれども、暴力団事務所として使われていた

ところについては、なかなかその地域についても借り手がいないと。そうする

と、やはり同じ関連というか、そういう方々が入るおそれがあるから、わざわ

ざこれをつけ加えたのか。これまでの事例としてそういうことがあったから、

ただし書きまで入っているのですか。

休憩いたします。○當間盛夫委員長

（休憩中に、當間委員長から執行部に対して、答弁に当たっては、挙手

により委員長の許可を得てから行うよう注意があった ）。

再開いたします。○當間盛夫委員長

古波蔵正刑事部長。

ただし以降の読み方でございますが、例えばＡ暴力団事○古波蔵正刑事部長

務所が現在あって、それがＢ暴力団と抗争して負けて、Ａ暴力団事務所がＢ暴

力団事務所に変わったという場合には、罰則が適用されるということでござい

ます。

そうすると、そこの事務所は―暴力団事務所というのは変わ○新垣清涼委員

らないのですよね……（ いや、その場合は罰します 」との声あり）「 。

この際、執行部に申し上げます。○當間盛夫委員長

答弁に当たっては、挙手して、委員長の許可を得てから行うようにしてくだ

さい。

新垣清涼委員。

暴力団事務所という位置づけは変わらないわけですよね。た○新垣清涼委員

、 、 、だ 中に住んでいるというか 使う人が変わったからということになりますが

ところが、もしもそれを自分の配下が入ってきたのだということで、自分が出

て行って、そこは自分の子分が使っているのだという表現になった場合に、そ

れは規制できるのですか。

同一の暴力団が代がえで使用した場合には、これは適用○古波蔵正刑事部長

できません。
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ですから、そこも非常に判断が難しいのかなという思いがし○新垣清涼委員

ます。

あと１点だけ。これは７月１日からの施行となっていますが、現在も50カ所

の事務所のうち、33カ所が200メートル以内にあります。７月１日まではまだ

３カ月ちょっとあるわけですね。そうすると、駆け込みの設置というのも許さ

れてしまうのではないかということで、なぜ４月１日にしないでこれだけ伸ば

したのか、その理由があれば説明をお願いします。

この条例につきましては、実は４月施行で平成22年12月○古波蔵正刑事部長

の県議会に上程をする予定でございましたが、知事部局、それから公訴権を有

します那覇地方検察庁との調整の中で若干修正を要する部分が出まして、今議

会の上程になったわけであります。それから、駆け込みの暴力団事務所の設置

に関しましては十分予想されるところでございますが、警察といたしましては

こうした駆け込みを許さない―そのためにあらゆる法律を駆使して、そういっ

たことのないよう取り締まりを強化する。あるいは情報収集を強化する。そう

いうことによって防止といいますか―あるいは地域住民、関係機関からも協力

を得まして、そういったことを徹底して防止していくという心構えでやってい

きたいと思います。

ちょっと疑問がありまして、もう少し理念だったら理念でや○新垣清涼委員

るべきであって、取り締まりは取り締まりで暴対法でなされるのであれば、そ

ういったことで県民がもっと協力できるような、相手方に―排除する側に有利

になるような条文は消したほうがよいのではないかなということを申し上げて

終わります。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

新里米吉委員。

理念規定的な部分と罰則規定が混合したような形になった理○新里米吉委員

由は何ですか。今そこが問題になっているわけですよね。

休憩いたします。○當間盛夫委員長

（休憩中に、古波蔵刑事部長から、第10条関係の質疑なのかという確認
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があった。それに対して新里委員から、基本的には本条例は理念的な

もので、罰則は暴対法で対処すると答弁されているにもかかわらず、

一部で罰則規定を定めているがゆえに第10条の諸問題があぶり出され

たこと、さらに第10条も50カ所の既存暴力団事務所のうち、33カ所が

立地規制区域内に入っており、そこには規定は及ばないことで各委員

が直ちに納得できない内容になっていることについての指摘がなさ

れ、そういう規定にせざるを得なくなっているのか、それとも他県の

例を幾つか取り寄せて見たところ、本条例と同様の規定になっている

のかなど本条例がこういうつくり方になった理由、本条例を理念規定

。）のみに変更できるのかについても聞いているとの補足説明があった

再開いたします。○當間盛夫委員長

古波蔵正刑事部長。

この条例でございますが、警察庁からモデルが示されま○古波蔵正刑事部長

して、全国においてこのモデルに倣った条例をつくっております。ただし、全

国の暴力団情勢によって若干一部違っておりまして、いわゆる努力義務を設け

た規定もありますし、あるいは今申し上げたような罰則を設けたところもあり

ますし、あるいは勧告、公表という形で側面から強化するといいますか、そう

いう規定もございますし、全体的に、全国で１つのモデルに沿ったつくり方を

しております。

ということは、警察庁の条例のモデルなるものが、理念と罰○新里米吉委員

則が混合して入っていると。これは沖縄県警察として、もう一度これを練り直

して、すっきりしたものにつくりかえることは可能なのですか。

この条例につきましては、昨年から１年間かけて知事部○古波蔵正刑事部長

局、それから那覇地方検察庁といろいろ調整を交えてやってきました―憲法に

は抵触しないのか、暴対法には抵触しないのかということを含めてですね。そ

れから警察庁のモデル条例を基本にやってきたわけであります。全国でことし

の７月から８月には47都道府県でこれがスタートするという見込みになってお

。 、 、ります したがいまして 十分に練ったと県警察としては思っておりますので

この条例でいきたいと考えております。

与野党とか、立場によって議論をする内容ではないのでね。○新里米吉委員
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対立案件でもないのに、意見がかなりばらばらになっているわけで、今のまま

だったら―本当は、こういうものは全会一致でまとまらないといけないけれど

も、そんな雰囲気ではないものだから、皆さんに我々がまとまるようなものを

つくれるのかどうかを打診しているわけで、皆さんの考え方を今聞いているわ

けで。このままだったら我々もどうまとまるのか非常に難しい状況なので、皆

さんにもうこれは十分に練られたと言われると、ちょっとこれは困ったと思っ

ているところです。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

島袋大委員。

今いろいろ質疑を聞きましたけれども、担当部署が自信を持っ○島袋大委員

て条例を出しているのであれば―全国の動きなどを見ながら意見調整したので

あれば、もっと自信を持ってしっかり―これは大丈夫だということを言ってい

ただかないと、我々も我々なりにみんな思いがあって、大変なことになります

よと言っておりますから、もうちょっと―これは我々がしっかりと責任を持っ

て、そういった形で出しておりますから心配しないでくださいと。また県民の

皆さんにいろいろ協力を得るときもあるかもしれませんけれども、という言い

方をすればいいことであって、先ほど質疑があったときも―駆け込みが入って

くる可能性はあるかと言ったら、予想されるという話を刑事部長がされるもの

ですから、新設でつくらせるわけにはいかないでしょう。その辺は地域の不動

産とか地域住民がそういう形ではいけないと運動をするのであれば、そういっ

たことは一切させませんときっぱり言っていただければ、我々もそういう細か

い話をすることがないと思いますから。この辺やっぱり全会一致が原則であり

ますから、そういった面はしっかりと―そういう条例は我々に任せてくれと。

専門分野であるはずですから、その辺はひとつしっかりとやっていただきたい

なと思っております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、乙第23号議案に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。
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（休憩中に、説明員等の入れかえ）

再開いたします。○當間盛夫委員長

次に、乙第24号議案沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条

例について、警察本部警務部長の説明を求めます。

磯丈男警務部長。

続きまして、65ページ、乙第24号議案沖縄県警察察職員の○磯丈男警務部長

定員に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。

地方警察職員の定員については、警察法第57条第２項の規定により、政令で

定める基準に従い、条例で定めることになっています。

最近の治安情勢は、刑法犯認知件数が減少するなど改善傾向にあるものの、

全国的には市民生活に大きな不安と脅威を与える事件が相次いで発生している

ほか、殺人等の公訴時効の見直し等、緊急に対処すべき課題が生じるなど厳し

い情勢にあります。

こうした厳しい治安情勢を踏まえ、平成23年度は、全国で地方警察官が833

人増員されることとなりました。

そのうち県警察においても３人の地方警察官が増員されることに伴い、条例

で定められている警察職員の定員を改める必要があります。

改正内容としましては、警察官の定員の総数を、現行の2,575人から2,578人

、 、 、に 階級別の内訳として 警部補及び巡査部長の定員を1,484人から1,486人に

巡査の定員を778人から779人に改めるものであります。

なお、施行期日は、平成23年４月１日を予定しております。

以上で、乙第24号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いします。

磯丈男警務部長の説明は終わりました。○當間盛夫委員長

これより乙第24号議案に対する質疑を行います。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

重複することがないように簡潔にお願いいたします。

質疑はありませんか。

前田政明委員。

。 、○前田政明委員 今回定員をふやしますよね 以前から何度も出ておりますが
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交番をふやすような定員の増になっているのですか。

今回の増員につきましては、警察庁から検視体制の増強と○磯丈男警務部長

いう、いわゆるひもつきで来ておりますので、検視体制を増強する要員に充て

たいと思っております。

それはそれとして一応頭に置いておいて、最近いろいろ議論○前田政明委員

があるのですけれども、交番ですね。地域交番。これは皆さんとしては増やし

、 。ていこうという考えは 県警察としてはあるのかないのかをちょっと伺いたい

交番等につきましては、県内全体の治安維持という観点か○磯丈男警務部長

ら適正配置を検討しております。定員についても可能な限りふやしたいと思っ

ておりますけれども、やはりどうしてもこういった形でしか増員ができないの

が現状でありますので、今後ともその辺の交番の人員の必要性等については、

政令で定める基準に従ってという部分もございますので、国のほうに要望を続

けてまいりたいと考えております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

金城勉委員。

今の説明で、検視官の増員という説明がありましたけれども、○金城勉委員

その検視官を増員する背景について説明いただけますか。

沖縄県における変死体は、ここ10年で1,600体ぐら○平良英喜捜査第一課長

いになっております。現在、刑事調査官以下７名の体制でやっております。こ

れは土日も出て業務負担が非常にある。それに加えまして、やはりそういった

検視体制を充実して、誤認検視を防止する―要するに犯罪死体を見逃さないと

いう方向でそういった体制を強化して、ほとんどの死体を見ていただくという

方向で、今進めております。

この問題は以前からマスコミなどでも、ときに取り上げられた○金城勉委員

りしたのですけれども、要するに検視の体制が追いつかずに、犯罪の摘発がで

きているのかどうか疑問があるとか、そういうことがあって、犯罪を見逃して

しまう懸念もあると。そういうことがあったりしたのですけれども、沖縄県で

はそういう変死体が後で犯罪であったとか、事件があったときには気づかなく
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て―判明しなくて、後日明らかになったとか、そういうケースもあったでしょ

うか。

昨年は、５月に沖縄市で児童虐待事案がございまし○平良英喜捜査第一課長

た。これにつきましては、児童の体を見ても全くそういった打撲痕とかが見ら

れない。両親については、いや、自分で転んでやったんですよという事例があ

るんですね。やはりこういったものは解剖しないと、そういった死因が判然と

、 、 、しないということでこれは解剖しまして 頭蓋内損傷 児童虐待ということで

その父親を逮捕したという事例があります。

もう一つはうるま市において、少年等の集団暴行事案がありました。これに

ついても少年等は、いや、自分で転落したんだということでしたけれども、こ

れを解剖しまして、やはりこれは転落の外傷とは違うということが判明しまし

て、それをもとに少年たちを調べて、傷害致死事件であると判明した事例もご

ざいます。

非常に大事な仕事だと思います。この検視官の資格というのは○金城勉委員

どういう内容になっていますか。

まず警視クラスが１人。琉球大学法医学実務研修を○平良英喜捜査第一課長

終える。それから、警察大学の法医学実務専科というものがございます。これ

を３カ月間ですね。そういった法医学教室のある―例えば慶應義塾大学、東京

大学、東京慈恵会医科大学とか、そういったところで研修しまして、法医学実

務研修を修了して、検視官になると。

あとは、警部クラスが２人おりますけれども、警部クラスにつきましても、

そういった大学での研修を終えて、初めて検視官になるという研修をしており

ます。

これは医師免許も必要ですか。○金城勉委員

いや、医師免許は必要ございません。○平良英喜刑事部捜査第一課長

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

髙嶺善伸委員。

沖縄県職員定数条例があるのですが、その中に括弧書きで警○髙嶺善伸委員
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察本部に勤務する職員を除くとなっていて、こちらで改めて条例で定められる

わけですが、議案の提出権は知事にあるわけですよね。そうすると先ほどの説

明では、警察職員の定数は警察法の定める規定によりとなっているのですが、

実際上、警察法の定める規定の数と現在増員される定員数も含めた充足率とい

うのか、充足状況というのはどうなっていますか。

定員につきましては、基準を政令で定めておりまして、そ○磯丈男警務部長

の基準に基づいて条例で定めるという形になっております。沖縄県警察につい

ては、かつての交通指導員の身分で、警察職員として働いていた方がおられま

した。その方を途中で警察官に切りかえております。その分が政令の定数より

も多くなっているということがございます。その分が25名ありますので、今度

2,578名という条例の定数でありますけれども、政令の基準については2,553名

ということで、政令の基準よりは25名多くなっているということであります。

そうすると、沖縄県警察の場合は、警察法に定める政令の規○髙嶺善伸委員

定よりも多く警察官は条例で配置されているわけですね。逆の場合―例えば、

政令の定数が定められているにもかかわらず、予算の関係とか、行財政改革と

いうことで、政令の定数を満たさない定数を条例の範囲内で定めることもあり

得るのですか。

政令の定数は、その県の警察官定数の下限を定めておりま○磯丈男警務部長

すので、現時点、47都道府県で政令定数を下回っている都道府県警察はござい

ません。

本県の場合は、米軍人・軍属等が他県とは比較できないほど○髙嶺善伸委員

多かったり、それに関連する事件、事故も多い。また、観光客も500万人以上

も来られるということや、他府県に比べても島嶼性があるということで、政令

で定める数よりも多くの負担をしているのではないかという実情を感じるので

す。そういう意味では、政令に定める下限ではなく、これぐらいは増員してほ

しいという要望をしているが、やはり予算との関係で増員は難しいという差が

、 。 、あるとしたら 我々はなかなか実態がわからないのですよ そういう意味では

現場を見ておられる皆さんからして、もし、沖縄県警察職員の望ましい数のあ

り方について、お考え、御意見等がございましたら、お聞かせいただきたいと

思います。
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具体的に全体で積み上げると何人という数は持っておりま○磯丈男警務部長

せんが、昨年警察庁に要望した数がございます。増員事項が、長期未解決事件

の専従捜査員、見あたり捜査、サイバー、あと検視という形であったのですけ

れども、それぞれ沖縄県から要求したのが、長期未解決事件の専従捜査員を14

名、見あたり捜査員を３名、サイバー犯罪専従検挙班―サイバーの捜査員を７

名、あと検視官を３名要望したところなのですけれども、結果的に３名しかつ

かなかったということでありますので、なかなか要望どおりは認められないと

いう状況であります。先ほどの交番とか、パトロールの体制についても、来年

度も鋭意要求してまいりたいと考えております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

新里米吉委員。

先ほどの条例の提案理由で、検視体制の強化ということでし○新里米吉委員

た。３名の内訳は警部補及び警部が２名、巡査１名ということでした。先ほど

の検視官の説明では―これは現状なのかどうかわかりませんが、１名の警視、

この人は県内の研修、県外の研修も受けている人。それから県内の研修を受け

た警部という話がありましたが、検視官は警視、警部あるいは警部補クラスな

。 、 、のか なぜそれを聞くかというと 巡査１名が今回の３名の増の中にあるので

巡査の検視官もいるのかどうか、これはどうなっていますか。

巡査の検視官はおりません。ただやはり、刑事調査○平良英喜捜査第一課長

官が現場に行く、それから解剖をする、その補助的な役割を担っております。

今回の３名の中の、１名ないし２名は検視官、あとの１名な○新里米吉委員

いし２名は、検視体制強化のための補助的な仕事をする人という理解をしてよ

いのですか。

この警察庁の増員と実際に検視の業務についてもらう実員○磯丈男警務部長

に、実は若干の差がございます。実際に増員するのは警部を１名―これはほか

のところから検視のほうに回して、検視の業務をやっていただくという形で、

県警察本部の警部の定数が増員するわけではないのですけれども、検視官とし

て活動していただく警部を１名増員いたします。あとは警部補は２名の増員と

いうことになります。これは定員の計算上、警視と警部は県警察本部の全体の

何パーセントと決まっておりまして、必ずしも実態に合った数の増員が来るも
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のではないわけです。そういうことで今回は、警部については内部捻出をして

。 、検視官として張りつける その分巡査についてはいただいたような形になって

別のところに張りつけるという形になります。

それと警察の定員について、警察庁では一つの基準みたいな○新里米吉委員

ものがあるのかどうか。人口比とかそういうもので割り当てられているのか。

そこら辺の基本的な基準みたいなものがありますか。

厳密な意味で、人口何人に対して警察官何名とか、犯罪何○磯丈男警務部長

件に対して警察官何名とかいうものはないと聞いておりますけれども、警察官

１人の人口負担率―県人口を警察官の数で割った数値が一応の目安になってい

ると聞いております。

先ほど髙嶺委員からも話がありましたが、各県そういう人口○新里米吉委員

とか基準があるとしたら、通常の全体的な基準では計算しにくい部分が地域に

よって起きてくる。非常に面積が広いとか、沖縄県みたいに、外国人―米軍人

、 、 。・軍属もたくさんおって その事件 事故もたくさん処理しないといけないと

あるいは、その処理だけではなくて、場合によってはそこに通訳みたいな人も

つけないと対応できないとか。そういうほかの県とは違った忙しさ、煩雑さと

いうのでしょうか、そういうものもあるのだけれども、そういうことも加味し

た警察の定員の配慮という規定みたいなものは、警察庁にはあるのですか、な

いのですか。

具体的にそういった、こういう事情があるのでこのぐらい○磯丈男警務部長

増加しますというものについてあるのは、千葉県警察の空港警備隊だけと聞い

ております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

新垣清涼委員。

今の関連なのですけれども、県の特殊勤務手当に関しても通○新垣清涼委員

訳―渉外官として、通訳官まで特殊勤務手当になっていますね。そういう意味

では、県民だけだったらそういうことは必要ないわけですね。先ほどからあり

ますように、米軍人・軍属が沖縄県には多いということで、そういうことが配

置されていると思うのですけれども、それが警察官の定数を算出する基準にカ
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ウントされていないのですか。

総体的に見て、沖縄県に米軍基地があるということが全く○磯丈男警務部長

カウントされていないことはないと思います。ただ、具体的に沖縄県に米軍基

地があるので、これだけ乗せましょうという話にはなっていないと承知してお

ります。

ぜひ、米軍人・軍属の数を加味した形での要求をしていただ○新垣清涼委員

いて、充実していただきたいと思います。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、乙第24号議案に対する質疑を終結いたします。

次に、公安委員会関係の陳情平成21年第100号外４件の審査を行います。

まず初めに、陳情第49号について、警察本部警務部長の説明を求めます。

磯丈男警務部長。

公安委員会所管に係る陳情第49号沖縄県那覇警察署首里交○磯丈男警務部長

番の移転先に関する陳情について御説明します。

お手元の沖縄県公安委員会の陳情経過・処理方針をごらんください。

那覇警察署首里交番の正面に位置する県道29号線の拡幅工事により、首里交

番の敷地及び庁舎の一部が道路予定地とされていることから、庁舎の建てかえ

が必要となっております。

県警察では、同交番の所管区の治安維持のため、交番の機能を十分に発揮で

きることを前提に、来訪者の利便性等も考慮の上、現地建てかえ及び移設建て

かえ双方について、鋭意検討しているところであります。

現時点、具体的な候補地は決定しておりませんが、県警察としましては、こ

れまで長きにわたり現地に交番が所在していることから、首里交番の存在が地域

住民に周知され、所管区内の治安維持に大きな責任を果たしていることを十分

認識しております。

県警察としましては、今後とも、交番の機能を十分に発揮するために必要な

面積、例えばパトロールカー及び来訪者の駐車場所の確保や、地域住民を初め
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観光客等が来訪した場合に対応可能な執務室を確保できる面積を持つ土地を検

討してまいる考えであります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

警務部長の説明は終わりました。○當間盛夫委員長

これより陳情第49号に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡

潔にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。

糸洲朝則委員。

皆さんの陳情処理概要を見ても、この交番の必要性というの○糸洲朝則委員

は十分に認識されておられるということでございますが、問題は現地建てかえ

及び移設建てかえの双方について鋭意検討していると。したがって、これは両

方を検討しておられると思うのですけれども、その下にある面積の問題が出て

。 、 、きております そうであるのならば 移設建てかえというものが１番目に来て

それがだめなときに現地建てかえということになるのかなと、そう読めるので

すがいかがですか。

現地の隣に首里支所の跡地がございます。その首里支所の○磯丈男警務部長

跡地を活用できれば、現地をそのまま生かす形で必要な面積を確保して、そこ

に建てるということも考えられますので、我々としてはそれが可能であれば、

それがベストかなと思っております。

ということは、首里支所の跡地―これは那覇市の財産だと思○糸洲朝則委員

いますが、そことのやりとりというのが大事だと思いますが、具体的にその辺

の那覇市との交渉というのは進めておられますか。

那覇警察署を通じて、いろいろお話はさせていただいてい○磯丈男警務部長

るのですけれども、まだ具体的に交番として活用できるかどうかという確定に

至るような交渉にはなっていないというのが実情です。

ちょっと現場関係をいろいろ情報収集してみますと、那覇市○糸洲朝則委員
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はその跡地を売却したいという意向だと思うのですよね。その一方で、皆さん

方はそこを賃貸したいという違いがあると思うのですよね。しからば那覇市の

要望を受け入れて売却ということになった場合、これを県で買い取るというこ

とはいかがですか。

そこは、私の一存では何とも言いがたい部分もあるのです○磯丈男警務部長

、 、 、 、けれども 賃貸にしても 買い取りにしても 場所としては長く交番があって

そこが交番の場所として地域から認知されているものですから、県警察の思い

としては、どちらの形であってもそこに置きたいということはやまやまなので

すが、それが難しいのであれば、そう遠くないところで別の用地も検討しなけ

ればいけないのかなと考えております。

今お話を伺っても今の場所が一番よいし、この現場所では厳○糸洲朝則委員

しいという状況での首里支所の跡地ということだろうと思うのですが、そうで

あれば、那覇市の意向との食い違いの部分をどう調整していくかということに

なりますから、当然それを県が買い取るとなると、これは知事部局とのかかわ

りになるわけですよね。その辺を含めたやりとりは必要だと思うのですが、そ

こは具体的にやっていないのですか。

これからでございます。○磯丈男警務部長

この道路拡幅工事がもう大分進んできておりますので、そん○糸洲朝則委員

なに時間もないと思いますので、ぜひ頑張って取り組んでいただきたいと思い

ます。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

上里直司委員。

今の質疑で大体皆さんの取り組み状況は見えてきましたが、○上里直司委員

移設建てかえということにおいても、同じような場所の確保という点では、地

域柄からすると非常に困難な状況であると思うのですね。ただ、皆さんの中で

は複数の候補といいますか、隣接する地域でも場所というのはもう想定してい

らっしゃるのでしょうか。

何カ所かピックアップをしております。ただ、いずれもな○磯丈男警務部長
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かなか条件的に厳しいところでありますので、どこにするにしても、それぞれ

交渉が必要になってくると思っております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

前田政明委員。

基本的には、陳情の趣旨に沿って対応したいという理解でよ○前田政明委員

いわけですよね。それで、先ほどありました首里支所のところも含めて、先ほ

どお答えあったとおりですね。頑張ってください。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○當間盛夫委員長

以上で、陳情第49号に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

午後０時12分 休憩

午後１時34分 再開

再開いたします。○當間盛夫委員長

午前に引き続き、審査を行います。

陳情平成22年第168号外２件について、警察本部生活安全部長の説明を求め

ます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

そして、前泊生活安全部長は、今回新たに就任されているということでござ

いますので、ごあいさつも兼ねて、説明よろしくお願いします。

前泊良昌生活安全部長。

去る３月17日付で生活安全部長に命ぜられました前○前泊良昌生活安全部長

泊と申します。就任してまだ１週間目でございますので、よろしくお願いした

いと思います。与えられた職責を全うするということでございます。

それでは、陳情第27号の関係から申し上げます。那覇市松山地域では、公衆
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に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する

条例が施行されました平成19年９月１日以降平成22年12月31日までに、客引き

行為で―いわゆるキャッチや営業者等181件212名を検挙いたしました。

また、同地域におきましては、ことしに入って客引き行為で８件９名、電波

、 。法違反で14件14名のキャッチを摘発するなど 取り締まりを強化しております

取り締まり等によりまして、最大時約200名いたキャッチが現在では30名か

ら50名程度に減少するなど一定の成果は見られますが、一掃するまでには至っ

ていない状況にあります。

県警察といたしましては、同地域の清浄な風俗環境を保持するため、今後と

も悪質な客引き行為や違法営業所の取り締まりを初め、電波法違反等あらゆる

法令を活用した取り締まりを強化することとしております。

また、全国的に歓楽街におきましては、県や市などの自治体を初め、通り会

等民間団体が主体となって、防犯面や被疑者の検挙に有効な防犯カメラを設置

している例もあると承知しております。

県警察では県や市を初め、通り会等の民間組織に対し、同地域への防犯カメ

ラの設置について御検討いただきますよう申し入れを行うとともに、今後も自

治体や防犯ボランティア、地域住民の皆様と連携を図りながら環境浄化に努め

てまいりたいと考えております。

次に陳情第53号の関係でございますが、風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律や同法に基づく沖縄県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律施行条例においては、善良の風俗や清浄な風俗環境の保持、少年の

健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業等の営業時間や営業区

、 。域 営業所に年少者を立ち入らせることを禁止する規制等がなされております

県警察では、平素から那覇市松山地域における風俗営業所等への立ち入りを

行うとともに、時間外営業等の違法営業が認められた場合には、法や条例に基

づく行政指導や行政処分の実施のほか、客引き行為等を行う悪質な業者につき

ましては、取り締まりを強化しているところであります。

県警察としましては、今後とも同地域で時間外営業等の違法営業を認めた場

合には、現行の法律や条例に基づき、取り締まりや行政処分等の警察に与えら

れた権限を適正に行使するとともに、県や市などの関係機関や団体、防犯ボラ

ンティア、地域住民の皆様と連携しながら環境浄化を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、陳情平成22年第168号八重山観光振興に関する陳情におけるマリンレ

ジャーの安全確保と質の保持のため、県条例で営業を許可制にすることにつき

ましては、継続案件でありますが、処理方針に変更がありませんので、説明は
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省略させていただきます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

生活安全部長の説明は終わりました。○當間盛夫委員長

これより各陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡

潔にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○當間盛夫委員長

以上で、陳情３件に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員等の入れかえ）

再開します。○當間盛夫委員長

、 、 。次に 陳情平成21年第100号について 警察本部交通部長の説明を求めます

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

そして、渡久知辰彦交通部長が就任されておりますので、まずごあいさつを

、 、 。いただき その後説明をいただければと思いますので よろしくお願いします

渡具知辰彦交通部長。

去る３月17日付で交通部長に参った渡具知と申しま○渡具知辰彦交通部長

す。よろしくお願いいたします。

御承知のように、飲酒絡みの死亡事故につきましては、去年は８件でござい

ました。15年続いていたワースト１を脱却しましたけれども、全人身事故に占

める飲酒絡みの事故は去年は154件で、21年連続ワースト１という結果になり

ました。このワースト１脱却に向けて県民含めて―県議会の皆様方の力もかり

まして、総力を挙げて達成したいという強い気持ちでおりますので、よろしく

お願いいたします。
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陳情平成21年第100号県道222号線への信号機・横断歩道設置に関する陳情に

つきましては、継続案件でありますが、処理方針に変更がありませんので、説

明は省略させていただきます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

交通部長の説明は終わりました。○當間盛夫委員長

これより陳情平成21年第100号に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡

潔にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○當間盛夫委員長

以上で、公安委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員等の入れかえ）

再開いたします。○當間盛夫委員長

次に、乙第27号議案交通事故に関する和解等について審査を行います。

ただいまの議案について、知事公室長の説明を求めます。

又吉進知事公室長。

それでは、乙第27号議案の御説明をいたします。○又吉進知事公室長

平成23年第２回沖縄県議会定例会議案（その３）をごらんください。

68ページをお開きください。

交通事故に関する和解等についてを御説明いたします。

この議案は、職員が公用車運転中に起こした交通事故に関する和解及び損害

賠償の額について、地方自治法第96条第１項の規定により、議会の議決を必要

とすることから、議案を提出するものであります。
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以上、乙第27号議案の説明をいたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

知事公室長の説明は終わりました。○當間盛夫委員長

これより、乙第27号議案に対する質疑を行います。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、

重複することがないように簡潔にお願いいたします。

質疑はありませんか。

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、乙第27号議案に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、説明者等の入れかえ）

再開いたします。○當間盛夫委員長

次に、知事公室関係の陳情平成20年第65号外９件及び企画部関係の陳情平成

20年第150号の審査を一括して行います。

なお、陳情平成20年第150号につきましては、企画部と共管になっておりま

すが、この際に一括して説明を求め、審査を行いますので、御協力をお願いい

たします。

まず、知事公室関係の陳情10件について、知事公室長の説明を求めます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

又吉進知事公室長。

ただいま議題となっております知事公室所管に係る陳情○又吉進知事公室長

につきまして、御説明いたします。

知事公室所管の陳情は、継続９件、新規１件の合計10件となっており、その

うち１件は企画部との共管となっております。

継続審議となっている９件につきましては、前回の処理概要に変更はござい

ませんので、説明は省略させていただきます。

続きまして、新規陳情につきまして、御説明いたします。
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陳情説明資料12ページをお開きください。

陳情第６号は、第60回婦人大会宣言・決議の実現方に関する陳情でございま

す。処理概要を御説明いたします。

北方領土問題は、我が国とロシア間の懸案事項であり、その解決には両国の

粘り強い外交交渉が重要であります。同時に、外交交渉を支える国民世論の結

集とそれを高める広報・啓発活動の充実が必要と考えております。

県としましては、北方領土返還要求沖縄県連絡協議会が主催する返還要求沖

縄県民大会等への参加や、美ら島沖縄など県の広報媒体を利用した広報活動、

マスコミへの情報提供等により、今後も広く県民に対する北方領土返還要求運

動の普及啓発を図ってまいりたいと考えております。

以上、知事公室所管に係る陳情10件につきまして、処理概要を御説明いたし

ました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

知事公室長の説明は終わりました。○當間盛夫委員長

次に、陳情平成20年第150号について、企画部交通政策課長の説明を求めま

す。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

下地明和交通政策課長。

知事公室との共管の陳情平成20年第150号航空自衛○下地明和交通政策課長

隊那覇基地へのＦ15戦闘機配備などの機能強化に反対し、那覇空港の民間専用

化を求める意見書の可決を求める陳情については、前回の処理概要に変更はご

ざいませんので、説明は省略させていただきます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

交通政策課長の説明は終わりました。○當間盛夫委員長

これより各陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡

潔にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。

前田政明委員。
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この陳情平成20年第144号―継続陳情ですけれども、地上管○前田政明委員

制レーダーは米国のミサイル防衛につながるものだと思いますので、我々は反

対ですけれども、現状はどうなっておりますか。その後の状況は。

このレーダーの設置―糸満市のほうですけれども、○親川達男基地対策課長

平成21年度から工事が進められておりますけれども、今年度、平成22年度は土

台の整備を行っているということで、来年度、平成23年度中に本体工事を設置

するということで確認をしております。

これは今の自衛隊、新防衛大綱を含めて専守防衛から外に出○前田政明委員

る―米国と密着したものだと思うので、極めて危険だと思います。

あと陳情平成20年第150号―那覇空港の民間専用化を求める関連の陳情です

けれども、結局自衛隊はＦ15―現在の機数から何十機になったのでしたかね。

まだ改編は行われていないわけでございますけれども、○又吉進知事公室長

中期防衛力整備計画によれば、現在の24機から36機に増強すると説明がござい

ました。

これは本来、那覇空港の民間専用化の趣旨に反する中身で、○前田政明委員

Ｆ15戦闘機という米軍と同じ機種を使いながら一体化という面で、本当に危険

だなと思います。

陳情平成21年第66号ですけれども、自衛隊のキャンプ・ハンセンでの訓練が

行われていると思うのですけれども、これは皆さんとしては―自衛隊ヘリコプ

ターのキャンプ・ハンセン内レンジ４使用に関するということで以前出ている

ものですけれども、現況を含めてどういう認識でしょうか。

陸上自衛隊のキャンプ・ハンセンの共同使用につい○親川達男基地対策課長

ては、先の米軍再編で取り決められたものでございますけれども、たしか平成

19年３月から共同使用が開始されておりまして―１週間のうち、何日かで陸上

自衛隊が単独の訓練をキャンプ・ハンセン内で行っていたという説明は受けて

おります。

米軍と一緒にやっているかどうかは、わからないのですか。○前田政明委員
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この再編で取り決められたものは、陸上自衛隊の訓○親川達男基地対策課長

練を―練習場を使用してということで、これは共同訓練ではなくて、単独の訓

練だと聞いております。

都市型戦闘訓練など、想定した訓練は一緒にやられてはいな○前田政明委員

いのですか。

キャンプ・ハンセンの中での訓練ということは確認○親川達男基地対策課長

しておりますけれども、米軍と共同での訓練という説明は受けておりません。

変わりまして、陳情平成20年第175号及び陳情第６号―北方○前田政明委員

領土関連ですけれども、私ども日本共産党は千島列島を含むすべてが日本の領

土だと。そういう面ではサンフランシスコ平和条約との関係で、ポツダム宣言

とも反するヤルタ協定という―ある面で密約的なものがあって、旧ソ連―ロシ

アが不当に領土拡張をやってきたもので、本来歴史的に見ても、千島列島も固

有の日本の領土であるという立場に立っているのですけれども、沖縄県はどう

いう見解でしょうか。

政府は千島といいますか、北方四島は我が国固有の領土○又吉進知事公室長

であるという見解を持って、ロシアとの領土問題の解決に当たっているという

ことでございますので、その範囲につきましては、政府の見解を踏襲してござ

います。

私どもは、やはり歴史的に見ても固有の領土であると。戦争○前田政明委員

その他で奪ったものでもないし、そういう面では国際法上―サンフランシスコ

平和条約第２条でしたか―その辺のくだりからも、歴史的に千島列島もちゃん

と日本の領土なのだと。当然そういう面では、北方四島というのは当たり前で

あって、それは早目に返すべきであると。それだけではなくて、千島列島その

ものも日本固有の領土であって、返すべきだということを日本政府はしっかり

と国際連合やその他、ロシアとの交渉の中でも、歴史的経過をしっかりと主張

することによって、理不尽な―ポツダム宣言の趣旨にも反するようなヤルタ協

定の密約的な中身、これは極めて不当であるし、そういう面では、千島列島を

含めて日本固有の領土なのだということを、日本政府が堂々と国際的な、国際

連合の場でもしっかり示していくことこそが領土問題の道理ある解決の道では

ないかなと。そういうことをせずに、北方四島論にこだわるということは、領
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土問題そのものの本質がゆがめられてきていると見ております。ですから、当

面は北方領土の早期返還は大事なのですけれども、本来千島列島そのものも含

めて、旧ソ連やロシア、その他等国際的にも平和的に確認された領土であると

いうことが、私たちがずっと以前から主張していることなのです。そういう面

では、しっかりとこの領土問題では、歴史的に検証された主張を堂々と政府が

はっきりやっていくということが、尖閣列島の問題も含めて大事ではないかな

と思います。これはこちらの意見なのですが、どうでしょうか。

委員の考えとは―根拠をどこに置くかとか、それから範○又吉進知事公室長

囲の問題等について、幾つか政府または県の見解とは違う部分があるかもしれ

ませんけれども、基本的に委員がおっしゃった話は大変理解できる話でござい

まして、やはりそもそも我が国の固有であるべきところが、戦中・戦後の経緯

によって他国に占拠されているという状態は、国民感情、あるいは筋から言っ

ても容認できるものではないと我々沖縄県民も考えているところでございまし

て、引き続き政府、あるいは広報、啓発活動を通じて取り組んでまいりたいと

いうことでございます。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

照屋守之委員。

陳情平成21年第147号―八重山の自衛隊誘致、配備の件です○照屋守之委員

けれども、今どうですか。さまざまな問題が出てきて、この国の―処理概要に

もありますけれども、国の対応に変化はありませんか。どうなっていますか。

変化といいますか、先般出されました新防衛大綱、ある○又吉進知事公室長

いは中期防衛力整備計画におきましては、いわゆる動的防衛力といった考え方

が示されているわけでございまして、政府は島嶼防衛というものにかなり焦点

を当てつつあると感じております。

尖閣諸島の問題が出て、沖縄県の国境離島ということで、非○照屋守之委員

常に今、領土問題も含めて厳しくとらえているのですよね。これをあいまいに

しておくと、６月には中国漁船が1000隻、大量にやってくるという情報もある

、 、のだけれども ただそのときに―今は県のほうは国の対応待ちだということで

国に任せているわけだけれども、私はこの離島圏、自分たちの領土の問題も含

めて、石垣市長もああいう形で頑張っているのだけれども、ここはしっかりど
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う考えていますかと。我々県民に対して不安を与えていますよということで、

この問題については、県民に対してどういう形で安心を与えるかということを

議論する必要があるのではないかと思うのですけれども、その辺の意見交換な

どはされていませんか。

具体的にこの問題に絞った意見交換については、まだ不○又吉進知事公室長

十分な面があろうかと思います。また、尖閣諸島を抱えている石垣市長とも―

私はお会いして、お話をしたこともございますが、もう一つ、そういう地元の

意見というものを聞く必要はあろうかと思っています。

自衛隊の配備については、県民感情も含めてさまざまな―こ○照屋守之委員

れまでの歴史的な経緯も含めて、いろいろあるのは当然ですよね。ただ、現在

沖縄で起こっていること、世界で起こっていること、あるいはまた大震災も含

めて、ああいう対応等々も含めて―10万人ぐらい自衛隊を動員しているわけで

しょう。そうすると、我々は自分の都合のよいときは自衛隊どうのこうのと言

うけれども、いざそういう有事、何か問題が起こってくると、この人たちがや

るのは当たり前だと言うわけよね。だからそういう問題が起こらないと、そう

いう必要性―ありがたみというのがわからないわけよ。だから今、自衛隊は沖

縄では非常に複雑な思いをしているわけ。反対されて―我々は認めて、あなた

方に頑張ってもらって助かってますということなのだけれども、こういう尖閣

諸島を抱えた我が沖縄県を守っていくという観点からすると、もっと踏み込ん

、 、 、だ形で―今 国がどういう形で国を守ろうとしているのか あるいは我々沖縄

離島を守ろうとしているのか。そういうことを含めて突っ込んだ形で議論する

必要があるのではないかと思いますけれども、いかがですか。

委員のおっしゃるとおりでございまして、自衛隊が何を○又吉進知事公室長

しているのかということなのですけれども、一義的には我が国の防衛といった

ものを担っていると。しかしながら我が県においては、やはり急患輸送であり

ますとか、あるいは災害対応といった側面もございます。また、尖閣諸島の問

題で言えば、地元の漁師が大変不安を持っているという情報もございますが、

その一方で、中国とは長い歴史を通じて、一定の友好関係を保ってきたことも

ございます。したがって、そういったことをいろいろ勘案しながら検討してい

く必要があろうかと思っておりますが、本会議で知事が答弁しましたように、

やはり十分に地元の理解を得て、自衛隊の配備等は進められるべきものだと考

えております。
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ですからそれは当然ですよね。地元の理解を得るのはもちろ○照屋守之委員

ん必要です。だからといって―そういう反対というものも含めて、本当にその

、 。ままほったらかしにして 事が起こったときにどうしますかという問題なのよ

すべて反対だから、そういうのは必要ないとなれば、そのときにだれが責任を

負いますかということになっていくわけよね。これは我々の問題ではない。外

の問題ですよね。外国との問題―国内でしたら、ちょっと冗談じゃない、あな

た考えたほうがよいよと話ができますよね。ところが、向こうの都合で我々沖

縄が、日本がということになっていけば、これはもちろん地元の同意は必要で

すよ。必要ではあるけれども、また別の観点で、県としてはその対応というの

が必要ではないかなと思うのですよ。ですからそこをどうするか、非常に大き

。 。 、な課題ですよね 中国との問題も非常に大事ですよね そのときに我々日本が

今までのようにすべてあいまいにしてきて、いいかげんにしてきたからそうい

。 、う問題が起こってくるわけですよね ですから我々日本はもう少し毅然として

外交という面ではきちっとやっていく。米国の問題も不満があれば、米国に対

してきちっとやっていく。今、そういうものが求められているのではないかな

と思いますね。どうですか。

おおむね委員がおっしゃっていることと重なると思うの○又吉進知事公室長

ですけれども、何度も何度も県議会等で答弁しておりますのは、やはり外交、

安全保障に対する国民的議論が足りないと。結果として、沖縄は米軍基地にお

いて大変な負担を負わされておりますし、また、自衛隊の配備についても、や

はり我が国として国際情勢にどう対応していくのかというところもまだはっき

りしない部分があると。したがって、そういう国民的な議論の中から、沖縄に

対してどういう―手当てといいますか、施策をとるかということが説明されな

ければならないと考えております。

ですから私が言うのは、県としても毅然とした態度を持つと○照屋守之委員

いうのであれば、それだったら皆さん方、国の責任でしっかりやれと言えばい

いわけよ。そういうことを国にしっかり責任を預けて、どうぞあなた方の責任

ですからしっかりやってください、国を守ってください、離島を守ってくださ

いということを毅然として要求すればよいのですよ。ありきたりのように全国

民の合意形成がどうのこうのと言ったら、いつまでたっても解決しない。要は

今の尖閣諸島の問題とか、離島をどう守っていくとか、国境をどう守っていく

とかという非常に目先の課題については、しっかり皆さん方の責任でやってく
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ださいよ、我々はなかなかそういう対応はできませんよということをはっきり

申し上げて、どうぞあなた方の責任でやってくださいということで、しっかり

国に対して要求をしたほうがよいのではないか。はっきりさせたほうがよいの

。 。 。 。ではないか そうしないと問題は進展しないよ 解決できないよ どうですか

今政府に対して、去年９月の事件ですか、あれが起きた○又吉進知事公室長

後に当方から申し上げたのは―ちょっと正確な文章は忘れましたけれども、や

はり漁民を初めとする県民生活にこのような事件が及ばないように、政府とし

てしっかり適切な処置をとるように求めるということでございまして、今委員

がおっしゃった毅然とした対応を求めているわけでございます。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

上里直司委員。

、 、 、○上里直司委員 陳情番号といいますか ページで言うと２ページ ８ページ

10ページの旧軍飛行場用地問題関係の陳情について質疑をいたします。本会議

でも、予算特別委員会でも質疑をしてまいりました。そもそも論なのですが―

ちょっと聞いてみたかったことなのですけれども、この問題が知事公室所管で

あるという理由、なぜそういう経過になったのか、御説明いただけますでしょ

うか。

私の承知している限りですけれども、この議論はやはり○又吉進知事公室長

国会議員でありますとか、地元の地主―いわゆる旧軍地主の声が高まったこと

によって県が動いたということは否めません。当初はなかなか所管が難しいと

ころがございまして、総務部の総務課が持っておりました。これはそういった

一括した仕事、なかなか所管が決めにくいところにつきましては総務部の総務

課で調査を行いまして、地主の数でありますとか、地主の現状とか経緯等々に

ついて調査をして、その報告書がまとまっております。その後戦後処理という

観点から、知事公室が担うということで現在の所管が決まっていると。そして

プロジェクトチームが基地対策課に置かれているという状況でございます。

この陳情の趣旨として、特別枠という考え方を持ってきて、○上里直司委員

それで充てるべきだと訴えています。戦後処理で並ぶ事業としては不発弾等対

策事業があるのですけれども、これは国から来た補助金というのは、または基

金に入れられたものについては、県が幾分か負担している割合はあるのでしょ
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うか。

裏負担がございますけれども、裏負担の分につきまして○又吉進知事公室長

、 。は地方交付税措置という格好になっておりまして 実質的に県の負担はないと

どうしてもやはり解せないというか、理解ができないのは、○上里直司委員

他の戦後処理事案及び戦後補償問題というのは、総じて国の責任であると。県

の立場も国の責任であるということは一貫しているわけなのですね。その点で

言うと、この事業だけは―確かに補償ではないし、慰謝事業でもないという中

で、なぜその負担を県と市町村が担わなければならないのか。これについて見

解をいただけますでしょうか。

この事案につきましては、ある種処理の時宜を逸してし○又吉進知事公室長

まったという認識がございます。これは復帰前の土地区画整理のときにできれ

ば解決していただろうといううらみはございます。ただ、復帰後その補償とい

った観点―司法判断が出まして、行政として理にかなった手当てというのが非

常にしにくくなった事案でございました。この問題の解決に当たっては、地主

会、あるいは当該市町村と何度も話し合いを重ねてきまして、地主のために、

現実的に今置かれている制度等の範囲内で何ができるかということで、今のス

キームが決まったということでございます。

実は予算特別委員会が開かれたときにも、所有者不明土地に○上里直司委員

対する総務部の取り組み及び新しい制度要望に盛り込んでいるわけなのです

ね。その調査費を全額国で見よという話をしているわけなのですよ。これも同

様に復帰前の整理ができなかった―復帰前でもできなかったし、戦後すぐにで

もできなかった事案なのですね。そう考えると、皆さんは嘉手納での裁判で最

高裁判所決定を受けているから、すべて接収された原因と結果については因果

関係があって、ちゃんとした取引に基づいて国に引き継がれたという立場を国

は言っているものの、当然県は地主会の立場に立って、これまでいろいろ聞い

てきたと思うのですよ。その意味からすると、やっぱりどうしても地主会の皆

さんの立場に立って、他の戦後処理の事案と同じような形で国に求めるべきで

はないかなと思うのですけれども、改めてこの時点では、困難であると言われ

ており、ということなのですけれども、そういうことを国に調整しようという

お考えはありますでしょうか。
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これは、国と調整をいたしまして、当初は政府の責任と○又吉進知事公室長

いうことを認めさせることもすごく時間がかかっております。これは国の所管

もほとんど決まっていなかった中で、今内閣府が手がけているわけですけれど

も、その中で何度も何度も―これは国会議員の努力も当然あったわけですけれ

ども、そういう中で市町村とも話をしまして、やはり補償的、あるいは慰謝的

な―直接慰謝になるような事業というのは極めて困難であるということはござ

いました。ならば、この事業を行うことによって地主に負担をかけずに慰謝を

図るという観点で、この事業を行うことになったわけでございます。

その特別枠を要求することは困難であるという立場は、私も○上里直司委員

ずっと質疑をしているので理解はしていますけれども―皆さんのスタンスです

ね。ただ、どうしてもやっぱり戦後処理ということで並べると、やっぱり国に

も問題があるし、その問題を追及する意味でも、地主の負担どころか県と市町

村の負担もなくすべきだろうと私は一貫して思っています。それで確認したい

のは、この処理概要でも平成19年11月に県・市町村連絡調整会議が開かれ、そ

のときの方針について述べられているのですけれども、直近の県・市町村連絡

調整会議はいつ開かれたのか。そこでどういう確認をされたのか。そこをお答

えいただけませんでしょうか。

昨年、平成22年８月に県・市町村連絡調整会議を開○親川達男基地対策課長

催しております。そこでは従来、この事業の期間を沖縄振興計画の期間―平成

23年度までということでございましたけれども、この事業を行う上で、４つの

地主会については現在事業が進展しているところでございますけれども、いま

だに５つの地主会の皆さまにはまだ御理解いただいていないということがござ

いましたので、その県・市町村連絡調整会議においては、この事業の期間につ

いておおむね３年程度延長して、引き続き地主会の理解を得ていこうというこ

とで、昨年８月にこの会議を開催しております。

私の認識では、当然新年度―平成23年度で終わるものだと受○上里直司委員

けとめていて、又吉知事公室長の答弁でも平成26年度をめどとしてという話が

、 、 。あったのですけれども この３年というのは なぜそういう期間になったのか

国との調整なのか、事情を勘案してなのか。その３年になった背景等について

御説明いただけますか。

細かい詰めということではないのですけれども、話し合○又吉進知事公室長
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いの中では、まずその事業を検討するのに１年、それから仮にそれが箱物にな

った場合は設計等に１年、そして最終的に建設という、おおむね３年ぐらいを

というような議論でございます。

国のほうも了解しているというか、そういうスタンスなので○上里直司委員

すね。

了解しております。○又吉進知事公室長

そこで、市町村から先行的に事業を実施ということで、この○上里直司委員

会議でも方向性が決められているのですけれども、どうしてもその事業の性格

と地主会の皆さんが提案する内容というのが、当然その当該市町村に当てはま

らない場合もあるわけですよね。今、実際聞いているのはそういうケースもあ

るのですけれども。ここも再三繰り返し―やはり市町村が担っていくのだとい

う話をしておりますけれども、残り３年間である程度決着をつけたいという意

思も示されているわけですから、そこの市町村に―当然方向性はそうかもしれ

ないけれども、事情を勘案して県が直接実施するというか、そういう柔軟な考

え方には立てないのでしょうか。

委員のおっしゃることは大変よく理解できるところでご○又吉進知事公室長

ざいます。ただこの事業は、ある種ケース・バイ・ケースというのですか―例

えば伊江村ではフェリー、それから読谷村では農業、それから宮古島市ではコ

ミュニティセンターというように、非常に幅広い―ある程度地主の声を聞いた

上で、実施している事業でございまして、そういう意味では、市町村で十分吸

い上げていただけるものだと考えております。

ですから、それぐらい幅広い事業で、事業も多岐にわたるわ○上里直司委員

けですから、いろいろな形でその事業は展開されていくと思うのですね。市町

村で十分だと言わずに、ぜひ県でどれだけ事業ができるかということも改めて

検討していただきたいと要望しておきます。これ以上の質疑は―恐らく皆さん

の見解もあるでしょう。ぜひそのことも検討していただきたいと重ねて申し上

げて終わります。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

髙嶺善伸委員。
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今の陳情と関連しますけれども、新たな沖縄振興計画に戦後○髙嶺善伸委員

処理事案として、これまでの沖縄振興特別措置法でせっかく明記された旧軍飛

行場用地問題について、どのように積み上げていくかということについてお聞

きしたいのですけれども、ただ３年延長するということではなく、新たな沖縄

振興計画への新たな取り組みも含めて、もう一度、県自体がこのことをしっか

りと整理し直す必要があるのではないかと私は思っているのです。ですから平

成23年度で終わらないから３年は延長して、その間に地主会や市町村からの要

望に応じて予算化していくという、消極的ではない新たな沖縄振興計画に対す

る取り組みが必要ではないかと思うのですが、それについての県の認識を聞か

せてください。

この特定地域特別振興事業というのは、御承知のように○又吉進知事公室長

旧軍飛行場用地問題の一定の解決を目指すということで進めている事業でござ

いまして、一定の解決がこれで図られるということでございます。ただ、当然

ながら今委員がおっしゃったような心情的なもの、あるいは地元の意思という

ものは残ると思いますので、新たな沖縄振興計画との兼ね合いについては、議

論する必要はあろうかと考えております。

ぜひ、期限が来たから終わりではなくて、戦後処理というも○髙嶺善伸委員

のは、もともと国の責任においてきっちりと責任を果たすべきものであって、

それに対する窓口としては市町村にまたがっていたり、地主会としても県を頼

ってくるわけですので、引き続き解決されない戦後処理事案については、新た

な沖縄振興計画の中でどう議論するかということに決して積み残しがないよう

に、しっかりと最後まで国にこの問題の責任を求めていくということで、どれ

ぐらいの期間がかかっても、納得できる戦後処理をしてもらうのだという姿勢

。 、 。を私は堅持してもらいたい この決意をもう一度確認して 質疑を終わります

そもそも旧軍地主の方々の御苦労、心情から発している○又吉進知事公室長

この事業でございますので、やはりそういう方々に極力理解していただけるよ

うな事業、あるいは新制度の検討といったものは引き続き進めてまいりたいと

考えております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長
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（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○當間盛夫委員長

以上で、知事公室関係の陳情に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、説明者等の入れかえ）

再開いたします。○當間盛夫委員長

本委員会所管事務調査事項広報、危機管理及び消防防災についてに係る東北

地方太平洋沖地震に対する県の対応についてを議題といたします。

本件について、知事公室長の説明を求めます。

又吉進知事公室長。

ただいま議題となっております東北地方太平洋沖地震に○又吉進知事公室長

対する県の対応につきまして、御説明いたします。

３月11日14時46分ころに発生した東北地方太平洋沖の地震と津波により、岩

手県、宮城県、福島県を中心に大きな被害が出ており、死者・行方不明者２万

人以上、30万人以上の方々が被災されているとのことでございます。

本県では、災害発生同日16時に知事を本部長とする危機管理対策本部会議を

開催し、本県全域に発令された津波警報への対応を行うとともに、被害状況や

県人の安否につきまして、情報収集に努めるといったことを行いました。

翌日、３月12日の同会議においては、各部局からの情報の確認を行うととも

に、被災状況に対応した本県の支援策について検討してございます。

さらに、３月14日に東北太平洋沖地震沖縄県支援対策本部―支援対策本部を

立ち上げ、より具体的な支援策の検討を行っております。

あわせて、課長職による対策本部幹事会や班長職によるプロジェクト会議を

毎日開催しておりまして、被災地への支援物資の送付につきましては、市町村

や企業からの支援物資を集積し、搬送を担う自衛隊や民間輸送機関に引き渡す

被災地支援センターを設置し、対応してございます。３月16日には、福島県へ

生活支援物資の輸送を開始したところであります。

また、３月18日、今後、被災地から全国各地へ避難・移動する被災者がふえ

ていくことが予想されることを踏まえ、知事が数万人規模の被災者の本県への

受け入れを発表し、岩手、宮城、福島の各県に伝達するとともに、被災者支援

ワーキングチームを設置しまして、市町村や民間と連携しながら短期的・長期
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的な受け入れ態勢の整備をしていくこととしております。

３月21日には、対策本部会議を開催いたしまして、短期的・中期的な被災者

の受け入れについて、部局長レベルで調整してございます。

以上が、これまでの県の対応であります。

今後、状況によっては、数万人規模の被災者が避難・来県されることも想定

いたしまして、東北関東大震災支援協力会議―支援協力会議を来る３月25日に

―これは県内各界100団体以上の参加を求めているところでございまして、議

会も含まれております。こういった形で各市町村、議会、民間団体等と連携を

図りながら、県民が一丸となった被災者の受け入れ体制を構築していきたいと

考えております。

以上でございます。

知事公室長の説明は終わりました。○當間盛夫委員長

これより に対する質疑を行東北地方太平洋沖地震に対する県の対応について

います。

質疑に当たっては、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、委員長の許可を得てから行うようお願いい

たします。

質疑はありませんか。

島袋大委員。

今、支援対策本部をつくっているということですけれども―支○島袋大委員

援協力会議もですが、数万人受け入れると知事が表明しておりますけれども、

各市町村においても受け入れ体制―県営住宅や市営住宅を活用するとか言って

おりますけれども、その辺の状況はどうなっていますか。

現在進めておりますのは、短期的に２カ月の当面―着の○又吉進知事公室長

み着のままというのですか、そういう形で来る方々につきましては、ホテル等

の宿泊施設を提供する。これで短期的な対応を行うと。この２カ月の間に県、

市町村等が連携しまして、半恒久的な居住、あるいは避難等の被災者対策を行

っていくという二段構えで今考えてございます。その際には、当然ながら民間

団体、あるいは市町村とも連携してまいることになります。

被災地の方々を受け入れるということは非常によいことであり○島袋大委員

ます。知事が思い切って宣言したのは、僕は非常によいと思っております。し
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かし、この受け入れる体制で非常に気になるのは、被災地―要するに建物を崩

、 、 、壊された住居を持っている方とか あるいは父親を亡くした 母親を亡くした

両親を亡くした子供たちとか、そういう方々を受け入れる優先順位と、あるい

は建物は壊れていないけれども、余震が続いて宮城県、福島県、岩手県を離れ

た当該地域の方々も沖縄に来た場合なのです。その辺の住居を求めるときの優

先順位ですよね。そういうカリキュラムとか、そういったものは県は支援対策

本部の中でいろいろ議論されているのですか。

これは大変重要なところでございまして、どういう方々○又吉進知事公室長

、 。 、がどの形で来るかというのは なかなか見えない部分がございます ただ現在

具体的には岩手県とお話をしております。岩手県沿岸部の特に大変被害が激し

いところから、社会的弱者というのですか―お年寄りとか、子供とかをまず考

えられないかという相談がございました。ただ、どこでそういう方々のニーズ

を踏まえるかとなりますと、ちょっとこれは調整が必要でございまして、現在

この３県とは東京事務所を通じまして―現場になかなか連絡がとりにくいもの

ですから、その条件でありますとか、我々の意思でありますとか、そういうと

ころをお伝えしているところでございます。

そこが非常に大きなポイントになってくると思うのですよ。被○島袋大委員

災地に確認しても役所が崩壊して流された地域もあって、確認ができない場合

もありますよね。ですから今、東京事務所を通してそういった確認ができるか

という精査をしなくてはならないと思っています。その辺はしっかりと―カリ

キュラムでないですけれども、大変な苦労をしている方々ですから、受け入れ

るのは非常によいかもしれませんけれども、本当に住居が必要な方とか、本当

に学習支援が必要という子供を優先して受け入れるというのは、そういう支援

対策本部をしている中で、各市町村にもどんどん伝達をしっかりやらなければ

―全部ウェルカム、よいことだということで、各市町村で受けるのもよいかも

しれませんけれども、その度合いの順位をしっかり考えれば、支援対策本部を

中心に議論していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

まず支援対策本部で受け入れを表明したときに、沖縄県○又吉進知事公室長

市長会会長の翁長那覇市長と、それから沖縄県町村会長の城間南風原町長にオ

ブザーバーで参加していただきまして、市町村も一緒になって支援対策を考え

るということを確認してございます。したがいまして、委員が御指摘になりま

した、どういう方々をどう受け入れるかというのも、当然ながら市町村も交え
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て議論していくということになります。

あと１つですけれども、補正予算を組んだりとかいろいろやっ○島袋大委員

ていくと知事も表明しておりましたけれども、私はいろいろ補正予算を出すの

はよいと思っておりますけれども、しかし、新年度に向けて我々も137万人の

県民を抱えておりますから、そういった面で考えれば、我々も大変な懐状況に

なってくると思うのです。私の提案としては、我々、各県議団もそうでありま

すが、義援金を募って募金活動をしておりますけれども、これは日本赤十字社

―赤十字を通したり、ユニセフを通したりといった形でやってますけれども、

集めた義援金は、実際赤十字とか、ユニセフとかそういったところでプールに

なっていると思うのです。被災地のほうにはまだ届くわけにはいかなくて―パ

イプができていないから非常に厳しいと思うのですけれども、沖縄県は独自で

東北地方太平洋沖地震に対する基金をつくって、沖縄県は義援金を基金に全部

入れて、これから予算的に―要するに教育に使うとか、宿泊に使うとか、そこ

から充当して予算に使っていくとか、残った基金はしっかりと被災地の皆さま

―要するに宮城県、福島県、岩手県の方々に送るとか、そういうことも考えな

いと。みんな一番南だから来ようという気持ちはわかりますけれども、しっか

りとした予算も考えるためには、今やっている義援金の募金活動を沖縄県独自

の基金としてつくって、そこに一たん全部入れて、そこから配分するような形

でもよいのではないかなと私は思うのですが、どうでしょうか。

。 、○又吉進知事公室長 大変重要な御提案だと思います 財政負担というものは

当然議論されてしかるべきでございます。今、政府からもなかなかはっきりし

た対応について具体的なものが示されていないのですけれども、例えば３月18

日に片山総務大臣が全国知事会会長に対して、必要な財政負担に対しては当然

事後的な対応を講じるので、引き続き被災地への支援をお願いしたいという文

章が出されております。さらに３月19日には厚生労働省の社会・援護局から、

広域にわたる避難が行われた場合は、県域を越えた部分の災害救助費等も国庫

負担の対象になるとか、幾つか政府が責任を持って見るという文章も出始めて

。 、 。おります ですから そういったものを勘案しつつ財政面では対応していくと

さらに委員の御提案であります基金、あるいはその新たな義援金の枠を設ける

といったことも検討の対象になろうかと思っております。

ですから、今おっしゃったように国の動きが―国もいろいろな○島袋大委員

、 、面でばたばたして どうしたほうがよいかを模索していると思いますけれども
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知事もそういった形で受け入れ体制をしっかりやっていくと宣言したわけであ

りますから、この財源に関しましても２本柱で―沖縄県はそういった義援金の

基金をしっかりつくって、国からおりるものに関してはそれでよいかもしれま

せんけれども、２本柱で走らせたほうが非常に対応できるのではないかなと思

、 。っていますから その辺をまたしっかりと検討してほしいなと思っております

私からは以上です。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

山内末子委員。

今までの流れの中で、県は当面3000人を受け入れるとおっし○山内末子委員

ゃっておりますけれども、本当におっしゃっているように、どこから―避難を

したい人と受け入れの体制がきちんと整わないと、本当にきちんとした避難が

できないということも含めて、ちょうどもう新年度ということで子供たちが新

学期を迎えている現状がありますよね。石垣市では1000人ぐらいの受け入れを

表明しておりますし、伊江村では100人ですとか、あと県ユースホステル協会

ですか、そういうところも100人ですとか、それぞれの団体が表明をしていく

中で、その子供たちを受け入れると新学期に当たりまして、今度は教職員の配

置ですとか、そういった現状がすぐに来るわけですよね。そういったことを考

えると、教育庁の皆さんとの連携ですとか、それから法的な整備ですね。例え

ば、学校関係でしたら４月１日を基準とした教職員の配置ですとか、そういう

ことがあるわけなのですけれども、そういう法的なものをクリアしていくとい

うことも必要だと思いますので、そういったコーディネートをしっかり県がや

っていかないといけないと思うのですけれども、その辺の現状としてどういう

形で進められているのか、お聞かせください。

これは全庁的なワーキングチームが立ち上がっておりま○又吉進知事公室長

して、そういった面でも議論しております。ただ、県の受け入れ方針を示した

わけなのですが、その中では、やはり被災者に対しても県民と同等の行政サー

ビスを提供しなければいけないという考え方がございます。したがいまして、

今後、先ほど申し上げましたように、県民または各団体を巻き込んだような組

織の中で―当然市町村の教育機関でありますとか、あるいは福祉、それからＰ

ＴＳＤへの対応でありますとか、多岐にわたった手当てを行う仕組みをきちん

とつくっていこうということで、現在３月25日に立ち上げを図ろうとしている

ところでございます。
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先ほど島袋委員のほうからもありましたけれども、やっぱり○山内末子委員

そこには予算が必要になってくるわけですよね。例えば、先ほどから言うよう

に、４月１日には40人学級の中でこれだけいました。ところが今回の場合は、

避難する方々が確実に来るという状況があるわけではないですか。そうなった

、 、ときに 本来でしたら学校現場ではそのままの―これまでの法的な中でですと

50人であろうが４月１日が基準ですので、そこをクリアしないといけないとこ

ろ、そういった状況を国ともセッションしていかなければなりませんし、そう

いう細かいことですとか、今言う子供たちへの対応で―カウンセリングですと

か、スクールソーシャルワーカーですとか、そういうことも含めてこれまで以

上の予算を確保しないといけないというところをいかにどうするかということ

を国に―実際に子供たちはここでずっと一、二年間、沖縄県で支援しますから

というところで積極的な対応が必要になってくると思うのですが、これから３

月25日に向けていろいろと専門家の皆さんも含めて対応していくかと思うので

すけれども、もう少し具体的にできるのかどうかも含めて細かい作業をしない

といけないと思うのですが、どうでしょうか。

今委員のおっしゃった細かい作業というのは当然必要で○又吉進知事公室長

。 、ございます これをやるべく組織を広範囲に立ち上げているわけですけれども

ただ、現在は緊急事態といいますか、とにかく食事、それから布団とか、そう

いったものが不足している状態でございますので、まずそういった方々を受け

入れるということを岩手県とは具体的にやっております。今、御提案をそれぞ

れ３県にはしているところでございまして、まだ具体的にこうしてほしいとい

うものが―先ほど岩手県からは一部あったのですけれども、出てきておりませ

んので、しっかり早目にニーズをとらえて、具体的な議論につなげていきたい

ということでございます。

国からはまだ、本当に何の提示もないのですか。○山内末子委員

先ほど申し上げたような総務大臣の談話とか、あるいは○又吉進知事公室長

厚生労働省の通知といったものでございまして、具体的にこの手当てを全国的

にどうするかという方針は、まだ示されておりません。

組織的なところもそうですけれども、県民がとにかく自分の○山内末子委員

家でも受け入れたいとか、何かをしたいという県民の思いがなかなか行政に伝
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わらなくて、今どうしていいのかわからないという皆さんが沖縄県民に相当い

ると思うのですよね。そういった意味での組織的なところと、個人的に―自分

の家の離れがあいていますよとかということをとらえながら、どういう形で支

援につなげていくかというところですとか、企業の方々でも、何人かは自分の

ところで就労支援ができますよとか、個人的にという方がとても多いのですよ

ね。そういう意味でも義援金だけではなくて、個人で支援をしたいという人た

ち、そういう手を差し伸べたいという人たちの声をしっかりと支援につなげる

、 、ような体制を どうにか３月25日の支援協力会議でしっかり線を広げていって

多岐にわたる支援、また手厚い支援ができるような、沖縄県の意思を示せるよ

うな支援協力会議になることをぜひお願いしたいと思います。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

糸洲朝則委員。

先ほどから出ている義援金の取り扱いですが、今、企業を含○糸洲朝則委員

めて9198万円が集まっているということは、既に県のほうで義援金をきちっと

プールしているということですか。

県が義援金、義援箱の募金の受け入れを表明しましたと○又吉進知事公室長

ころ、企業あるいは個人の方からそれだけの額が集まったということでござい

ます。

正直―我々でも街頭募金をやって、持っているのです。これ○糸洲朝則委員

を公明党本部を通してやるのか、赤十字を通すのか、県とやるのか。そういう

議論も実際やっているわけです。どちらが一番効果的なのかということと県の

思いを被災者の皆さん方に伝えられる一番ベストの方法は何なのかということ

を、きちんと県のほうで方向性を定めて呼びかけをする、あるいはまた県議会

もタイアップしてやっていくという、この辺をやらないと総体的な会議にはな

らないと思うのです。ですから、やるならやるできちんと―県議会でこういう

議論をしているわけですから、それを基金として積み立てますとか、いろいろ

そこら辺の方向性を示したらどうですか。

この県民会議的なものですけれども、今委員から御指摘○又吉進知事公室長

のありました義援金をいかに集めてどう活用するかという話、それから先ほど

山内委員からもございました民泊をどうするかという話とか、やはり役所だけ
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ではなかなか思いつかないことを民間の方々の知恵を拝借して、一緒に議論し

ようということでございます。したがいまして今の御質疑につきましても、い

ろいろな方の御意見を聞きながら早目に進めていくということをやっていきた

いと考えております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

新里米吉委員。

取り組むことが多岐にわたるので―もう既にボランティアな○新里米吉委員

どの派遣、あるいは公的な人たちの派遣もされている。それから地域で取り組

んで―現時点で県でどうしようかということでは、必要な未使用の毛布とか、

生理用品とか、おむつとかいろいろ言われていますが、実際に地域で物資を集

めるとなると―市町村もやっていますが、我々が集める場合でも多岐にわたっ

て、あれもこれもということは実際にはできないので、一番やりやすいのは未

使用の毛布とか―結婚披露宴でたくさんもらってきて、使えなくて未使用なま

ま置いてある毛布なんかあったりしてね。そういうものとか、タオルとかわざ

わざ買わなくても、新しいものを集めるのはそういうものだったりするけれど

も、これを集めたときに、現時点で被災地にどう送るか、これがどういう状況

にあるのか、沖縄県はそれをどうしようとしているのか。そして実際に、今度

は被災者や避難者を沖縄で受け入れる場合にも、こういう物資は必要なのです

ね。県内でも必要になってくる。送るだけではなくて、沖縄にもないと―人が

来ましたから、また県内で集めましょうという話になってくると思うのだけれ

ども、今、県は実際にそこら辺を含めた物資の取り扱いにどう取り組まれてい

るのかというのが１つ。

もう一つは、被災者の受け入れに当たっては、知事が思い切って数万人と言

ったけれども、実際に市町村レベルでも調査をしているようですが、それは集

約されているのか。各市町村や民間あたりが、自分たちはこれぐらいの受け入

れが可能というのがあると思うのですね、いろいろな施設等を含めて。中には

沖縄市室川のように団地の建てかえの予定であいてるところに何百世帯入れる

とか、こういったものも含めて一定程度は集約できているのかどうか。集約で

きているとしたら、現時点でどれぐらいなのか。そして、実際に受け入れてい

くとなった場合には、先ほど話がありましたように、その人たちへの財政的な

支援もどうするのか。先ほど話があった民泊した場合、民泊を受ける人たちが

自分たちで責任を持って、食事も、医療も、服も全部やることになるのか。そ

こに何らかの補助が出るのか。ここら辺も今、検討課題になっているのかどう
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か。そこら辺をまとめて話してもらえませんか。現時点における県としてのそ

ういう支援策の基本的な考えがまとまっているのであれば、それを説明してい

ただきたい。

結論から言いますと、まとまっている部分もまとまって○又吉進知事公室長

いない部分―取り組み中のものもあるということでございます。支援物資につ

きましては、送る際にいろんなチャンネルで―一部、生徒の方もおやりになっ

たと聞いておりますけれども、やはり東京から先に送るのが大変困難であった

ということがありまして、これは防衛大臣がいち早く表明されて、自衛隊が各

県で集約したものは、自分たちが責任を持って運ぶというスキームができまし

た。それで沖縄県は那覇市安謝に倉庫を借りまして、そこに支援センターをつ

くりまして、市町村からそこに持ち込んでくださいと。そこに自衛隊が取りに

来て―既に４便ぐらい飛んでおります。市町村は市町村で、それぞれの市役所

とか、公民館とかに集めてくださいということで、これは順調に回っていると

理解しております。

、 、それから 被災者に対してどう支援していくかということなのですけれども

これは実は今3000人を当座と考えておりますが、まず数百人―150人とか、200

人を送りたいというお話が来ております。これは岩手県ですけれども、先ほど

申し上げましたように、社会的弱者からということでございますので、当座は

やはり宿泊施設を考えているのですが、宿泊施設は１万人ぐらいはあきで可能

だと。したがって、しかるべき財政上の手当てができれば、そこは確保ができ

るというめどがついております。その上で当座―２カ月以降のニーズ、あるい

は各市町村が提供できる住宅等を検討しまして、必要ならば仮設住宅をつくる

とか、そういったことをやっていきたいということでございます。また、民泊

とか、そういったものに対して個別にどう手当てをするかということについて

は、まだ財政的なスキームができておりませんけれども、やはり考え方として

は県民と同等の行政サービスを提供するという考え方で、市町村とは十分話を

していきたいと考えております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

前田政明委員。

現地にはなかなか国会議員も入れないということで―ガソリ○前田政明委員

ンもないし、住民を通り越してできないと。とにかくそういう面では人を探す

場合でも、やはり地元の人を探せる人ということで、うちの場合も事情を聞い
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たらそうなっていて、まず、もっとも具体的なのは救援募金ということで、先

ほどありましたようにいろんなところでやっていると思いますし、私どももや

っていますけれども、本当に高校生からお年寄りから気持ちだということで、

多くの人がやったとあるのですけれども、やはりそういう面では、その義援金

を全県的に集めて、それを支援するという意味で先ほどいろいろなものがあり

ましたけれども、今後の対応など県としても大変な財政的な負担にもなるだろ

うし、そういう面では、県では率先して集める義援金の目標について今のとこ

ろあるのでしょうか。

、 。○又吉進知事公室長 特に上限とか 目標といったものはつくっておりません

今、現地と申しますか、被災地から沖縄に来られている方は○前田政明委員

具体的に何名ぐらいおられるのですか。

これは把握が非常に困難でありまして、ちょっと数字そ○又吉進知事公室長

のものは把握できておりません。ただ、土木建築部に県営住宅の相談に来られ

た方が43件で、４件ぐらいは成約したという話もございます。そういった情報

を現在集約しているところでございまして、現在トータルで何人の方が来られ

ているかというのは、残念ながら把握していない状況でございます。

この前、テレビですか―民宿の方が、無料で幾つかの家族を○前田政明委員

お呼びして、対応しているという温かいお話もあったのですけれども、これは

非常に長期的な―国家的な事業として、５年、10年、20年かかるような、これ

までにない大規模な災害ではないかなと思います。そういう面では、先ほど他

の委員からもありましたけれども、急いで受け入れていかなければならないと

同時に、沖縄県としても観光客が減るとか、野菜やその他でもいわゆる放射能

その他で―特に沖縄はこれから夏とかで、野菜その他の供給が間に合わないよ

うな状況を含めて、かなりの影響が出てくるのではないかなと思います。そう

いう面では、改めてこれからの問題として考えるべきですけれども、皆さんは

行政として、現在の状況に対処するということで全力を尽くさなければいけま

、 、 、せんけれども やっぱり防災―災害に強いまちづくりと そういう面では別途

大体どういう危機管理―そういうことの対応を考えているのでしょうか。考え

る余裕はないかもしれませんけれども。

今委員のおっしゃったように、さまざまな分野で影響を○又吉進知事公室長
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及ぼすだろうと県もそのように感じております。防災の件なのですけれども、

これは地域防災計画をつくるに当たって、前提となる震度とかそういったもの

があったわけでございますけれども、恐らくこれは全国的に見直さざるを得な

いだろうということでございます。それから、実は地震減災アクションプラン

、 、というのを今年度中につくる予定だったのですが 恐らくその前提となる震度

津波の高さがかなり変わってこようかと思いますので、これは専門家、有識者

に戻して、また改めてつくり直さなければならないだろうと考えております。

先ほどありました、100団体に対して参加を呼びかける会議○前田政明委員

ですね、これはぜひ大事だと思います。そして、新たな問題として、地震、津

波だけではなくて、原子力事故における国際原子力事象評価尺度の暫定値レベ

ル５ということで―最高値がレベル７で、スリーマイル島原子力発電所事故と

同じような状況という意味で、放射能の問題を含めてかなり問い合わせがあり

ました。そういう面では、原子力発電そのものについても鹿児島県議会の決議

など見たら、原子力発電に賛成してきた県議会として、改めてその安全性を確

認する責任があるという決議になっているようなのです。今後はやはり全力を

尽くして、あらゆる技術者を動員して、まずこれを抑えるべきだというのが私

ども日本共産党の考えでもありますし、いろいろ提案もしていますけれども、

これは人災であるけれども、原因究明は後でということでありまして。ただ、

その放射能―福島第一原子力発電所の事故の状況を見て、皆さんとしてはどう

いう危惧を持っていますか。

福島第一原子力発電所の事故が起きて以来、文部科学省○又吉進知事公室長

がホームページでうるま市の放射能モニタリングの状況を公表しておりますの

で、私はそれを注視しております。幸い大きな変化はないということで、現在

その影響は及んでいないという認識ですけれども、やはり、これは国策として

の原子力政策でありますとか、そういうところに大きくかかわってまいります

ので、私どももしっかり注視した上で、言うべきことは言っていきたいと考え

ております。

私は改めて、ホワイトビーチへの原子力潜水艦艇寄港―今の○前田政明委員

原子力というのは大体、原子力潜水艦艇がもとだと思うのですけれども、そう

いう面では、前に皆さんがホワイトビーチへの核搭載艦船の寄港の有無につい

てという４項目などを政府に問い合わせしておりますが、今度の事故も含めて

放射能、福島第一原子力発電所の事故の状況を見て、放射能の見えない恐ろし
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さ―空気の中にある放射能のごみを吸うと内部被曝ということで、そういう面

では、当面危険ではないという表現は、私ども国民に対して正確な話ではない

なと。吸ってしまうと内部被曝で、これが何十年後かにまたいろいろな遺伝子

的なものとしてあらわれてくるということは、原爆の被爆者の状況からそうだ

と思います。

ちょっと戻りますけれども、ホワイトビーチへの原子力潜水艦艇寄港の問題

で、改めてもう一度この福島第一原子力発電所事故、被災状況を踏まえて、そ

このところの安全性などについての確認をどのように考えておられますか。

原子力発電所と原子力潜水艦艇といったものは、状況は○又吉進知事公室長

若干違うのでしょうけれども、しかしながらやはり放射能への恐怖といったも

のは共通してあるわけでございまして、引き続き政府に対しては、ホワイトビ

ーチにおける原子力艦船の安全性といったものについてしっかり問い合わせて

まいりたいと思っております。

私はやっぱり政府も含めて、お互いの自治体が税金をどう使○前田政明委員

。 、 。 。うのかと そういう面では とにかく今は震災復興 そしてそこを救済すると

その関係で災害に強いまちづくりを含めてやっていくと思うのですけれども、

そういう面では―ちょっと話しますけれども、新聞の投書欄に女性の方が、こ

れだけ日本が危機になっているのならば、米国政府も思いやり予算を辞退して

もらえないのかなという記事などがありましたけれども―これは米軍基地関係

特別委員会でやるとして。そしてもう一つ、環境破壊の税金とか、そういう面

では震災復興ということで、そこに全力を投入するということが非常に大事に

なっているのではないかなと思います。そういう面では消費税増税とかではな

くて、やはり240兆円もある大企業のたまったものを出してもらうとか、国民

的な生活を守る対応が必要ではないかなと思います―これはもちろん私の意見

です。

あと、県知事を先頭に皆さん頑張っていることを大変評価しますので、ぜひ

お互い力を合わせて、歴史的に経験のない―５年、10年、20年かかってやるべ

き新しい課題だと思いますので、お互い力を合わせて、その中で沖縄県ができ

る最大限の努力なり、奮闘していただきたいと思いますけれども、最後に決意

を聞いて終わります。

今、委員がおっしゃったように、歴史上かつて経験した○又吉進知事公室長

ことのない災害でございまして、それは本県においても同じでございます。今
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後、さまざまな社会的な影響が長期的にわたって続くだろうというのが一般的

な考え方でございますが、県民は―先般に知事が表明したときに、多少の不便

があってもというようなことを申し上げました。これは―あえて申し上げたの

は、痛みを共有していこうという考え方であると知事から聞いております。し

たがいまして、当面は被災地の支援というものに沖縄県としても全力を尽くし

てまいりたいということでございます。そういう意味では、県議会の各議員の

御協力も受けながら、３月25日に支援協力会議が立ち上がりますけれども、一

丸となって取り組んでまいりたいということでございます。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

照屋守之委員。

いち早く知事を初め執行部にそういう取り組みをしてもらっ○照屋守之委員

て、すごいことだなと思っております。受け入れもそうですけれども―実は、

私は３月11日の地震発生のときは東京にいました。ビルが揺れて、これはただ

ごとではないなという思いがあったのですけれども。沖縄に帰ってきて、報道

とか見て、これは日本がつぶれていくか、どうやって再建していくかとか、本

当に戦後の復興ぐらいの気持ちでやらないと、ただ単に被災地だけの問題では

ないなという思いがあって、その取り組みは非常に―行政だけに言うのではな

くて、自分ができることはやりたいという思いがあって、現在考えているので

すけれども。ここで非常に大事なのは、我々今―うるま市もいろいろ考えてい

るそうです。いろいろ考えますよね。ところが、沖縄でどうやったほうがいい

と考えていることと向こうが求めていること、これが非常に大事だと思います

よね。ですから、あそこが求めているものを対応していくことが非常に大事な

のです。そこで、向こうの窓口はどういう状況になっていて、県民でいろいろ

やりたいと言う人がたくさんいる状況をどうやって吸い上げて、窓口をまとめ

てやっていくかということが非常に大事だと思うのですけれども、その辺どう

でしょうか。

御承知のように、現地は大変混乱しておりまして、県庁○又吉進知事公室長

に電話をかけてもむしろ大変迷惑だという状況であります。先ほど申し上げま

したが、それぞれの県の東京事務所長に沖縄県の受け入れ方針をお伝えしまし

て、さらに、こちらに各県の県人会がありまして、そこが割と積極的につなぎ

をやっていただけるという話もございまして、そういった形で岩手県に関しま

しては、何とか県の担当者と―細いパイプですけれども、連絡はとれまして、
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向こうで考えていただいている状況です。宮城県、福島県に関しましては、な

かなかそういう意味では連絡はとりにくいのですけれども、やはりそういう細

いパイプでも、地道なパイプで向こうの役所、あるいは県民に伝わるようにや

っていく努力をしております。

例えば、宮城県、福島県とかありますよね。こういうところ○照屋守之委員

は、例えば外からの対応といいますか、県とか窓口がまだ定まっていないとい

うことですか。

なかなか一本化して、こういうことを求めたいという整○又吉進知事公室長

理は、なかなかできないようでございます。

恐らく自分たちの地域とか、県の対応だけで混乱していて、○照屋守之委員

なかなか外に対するところまではいかないかもしれませんね。とにかく我々も

含めて市町村も、全県挙げてやろうということを考えているわけですけれども

―人的な支援も含めてですね。一方では、そういう形で全県を挙げた取り組み

をしますよね。もう一方では―先ほど言いましたが、被災地だけの問題ではな

いのですよね。いろいろな資材も含めて全部そこに集中していくから、日本全

体の―経済も含めてしばらく非常に厳しい状況に陥っていくと思うのですよ。

観光はもちろん非常に厳しくなっていくわけでしょう。いろいろな資材関係も

全部あの辺を中心にということですから、非常に大変なことですよね。ですか

ら県は―もちろん被災地を中心にそういうことを考えないといけないけれど

も、同時に沖縄がどうなっているのかということも一方では見ないといけませ

んよね。私はその辺を大変心配しているのですよ。これは他府県も一緒だと思

いますよ。一生懸命応援しないといけないということもあるのだけれども、自

分の足元はどうなっていますかということになると、これからさらに厳しい局

、 。面は広がっていくのではないかと思うのですが その辺についてはどうですか

そういったいろいろな問題を整理して、見通しを立てる○又吉進知事公室長

という司令塔が現在不在だというのは確かにございます。ただ、いち早く全国

知事会が動いておりまして、まず窓口を担っていただいております。したがっ

て、今後そういった社会的な影響でありますとか、あるいは全国の経済に対す

る影響といったものは、やはり全国知事会のような組織を通じて全国に浸透さ

せるということが１つあろうかと思います。
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私も個人的に何か手伝いできることがないかなと思って、あ○照屋守之委員

る窓口を通じて、阪神・淡路大震災のときにボランティアで一生懸命やった方

がいて、そのグループが今回も行くと聞いたので、きのう確認したのですよ。

そうすると、まず人命救助とかそういう段階があって、今はまだこの段階なの

で一般の人に来てもらっても迷惑だということになって、対応できないわけで

すよね。ある段階、次の段階といろいろあって、この段階ぐらいになってくる

と我々も役に立つことができますよという話をするわけですよね。そこで、そ

のタイミングはいつごろですかと聞いたら、４月の後半ぐらいからは動ける体

制ができると言うわけですよ。ですから、我々も焦る気持ちはあるのだけれど

も、何ができるかということも―今、我々がここでできること、あるいは直接

向こうに行ってできることは、やっぱりタイミングとかしっかり情報収集をし

て、そういうことをやっていく。できれば県のほうでも、そういう形で向こう

の状況もある程度把握できて、県民がやりたいことに対して、今はこういう段

階ですよという形での情報提供とか、そういうものができれば一番ありがたい

なと思うのですが、いかがですか。

おっしゃるとおりでして、今当面の対策といったものを○又吉進知事公室長

しながら―これは相当長期戦になることが考えられるわけで、そういう現地の

ニーズをしっかりと踏まえながら、長期的なスパンで対応していきたいと考え

ております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

上里直司委員。

又吉進知事公室長を初め担当課の職員の皆さん、本当にお疲○上里直司委員

れさまです。土曜日も、日曜日も、そして祝日もこの受け入れ支援について取

り組んでおられる姿に、本当に敬意を表したいなと思っております。

それで、義援金の話が他の委員からも出ておりました。私にも地震が起きて

直後に、義援金を送りたいのだけれども、どこにしたらよいのかという問い合

わせがかなり来ました。義援金箱を店にも置きたいのだけれども、どこに問い

合わせたらよいのかという話があったのですね。当然赤十字だとか、ユニセフ

だとかそれぞれの団体がいろいろあるのですけれども、先ほど出たように、私

はやっぱり県が県の義援金箱をつくるべきであって、県民の皆さんには、ぜひ

義援金をよろしくと幅広く呼びかけて、その受け皿―箱も置くぐらいの気持ち

を持ったほうがよいかと思うのですね。ぜひそこは―これから検討されていく
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と思うのですけれども、県で受け取るという体制をとっていただきたいという

点が１点―これは要望です。

もう一つは、先ほど島袋委員がおっしゃっていましたけれども、基金の話で

す。私はその考え方もよいかと思うのですけれども、ただやっぱり義援金は、

直接被災地に送るべきだと思うのですね。そこの経費については―政府がどれ

だけ出すのかというのは別としても、知事が身銭を切ってでもという気勢を見

せて県民の先頭に立っていく姿、皆さんが頑張る姿というのは、必ずどこかの

形で手当てができると思うのですけれども、義援金そのものは県民の素直な気

持ちですから、私はそのまま届けるべきだろうと思っております。ここは私の

意見ですので、ぜひ酌んでいただきたいなと思っています。

そして、最後に私が申し上げたいのは、今、支援対策本部の会議も開かれて

いるのですが、ぜひ各課の職員―支援協力会議が立ち上がって、どういう構成

になるかわからないですけれども、ワンストップ・サービスではないですが、

、 、 、一つの部屋に物資の支援だとか 受け入れだとか 教育機関の受け入れだとか

送り出しとかを一つのフロアで見ることができる形をぜひとっていただきたい

、 。なと思うのですけれども そのあたりの構想というのはございますでしょうか

今御指摘のあったワンストップ・サービスにつきまして○又吉進知事公室長

は、この１週間は必ずしも十分ではなかったと思います。ただ、住宅は住宅、

それから宿泊施設での受け入れと電話番号を決めて、それを公表しておりまし

て、混乱は特にそれほどなかったと。実はきょう県庁内に１部屋確保しまして

―県庁１階の、前に旅券センターがあったところですが、そこに専任の職員を

13名配置しております。もう既に机があって―什器類はまだまだ不十分ですけ

、 。 、 、れども 活動は開始しております したがって そこに代表電話を置きまして

ワンストップ・サービスをしていくと。まだしばらく、一両日中かかるかもし

れませんけれども、それはやっていきたいと考えております。

もう一点。代表電話を置くという話につけ加えてなのですけ○上里直司委員

れども、緊急的に５つの携帯電話等設置して、対応されて―緊急的な対応とし

てはこれはよいと思うのですね。ただ、土曜日、日曜日、祝日については、県

の代表電話から転送するとか、交換をするとかしないと、確かに用意はしてま

すけれども、被災をされている方、困っている方というのはとりあえず県に電

話をするわけなのですよ。さまざまな広告物、ホームページに書いてあるかも

しれませんが、やっぱり先に県庁の代表電話に、何らかの形でアクセスすると

思うのです。ですから、ここから転送するというやり方―もちろん代表電話は
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代表電話で置いておくのですけれども、やっぱり休日の対応をそういう形で受

け入れる、アクセスがしやすい形でぜひ取り組んでいただきたいのですけれど

も、どうでしょうか。

それは広報面も含めまして、いろいろやり方はあろうか○又吉進知事公室長

、 、 。と思いますけれども 土 日曜日もしっかり対応できるようにしてまいります

あと１点。これは要望と指摘なのですけれども、あるテレビ○上里直司委員

番組を見ていると、テレビを見ている子供たち、新聞とか情報を見聞きしてい

る子供たちが随分ストレスを感じているという話が紹介されていました。私の

周りの子供たちもすごく敏感になっていて―ストレスとまでは言わないのです

けれども、そういう症状が出ている子供たちがいるのですね。ですから、被災

地の支援も十分必要でしょうけれども、間接的な被害というのが報道等によっ

て普遍しているような気がしていますので、ぜひ子供たちのそういう被害、ス

トレスというのが、ＰＴＳＤも含めてそういう症候が見られれば、迅速な対応

を求めたいと思っております。以上です。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○當間盛夫委員長

以上で、 に に対東北地方太平洋沖地震に対する県の対応 ついて、知事公室長

する質疑を終結いたします。

皆さん、これからも大変でしょうけれども頑張ってください。どうぞよろし

くお願いいたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員等いれかえ）

再開いたします。○當間盛夫委員長

次に、企画部関係の陳情平成20年第60号外30件の審査を行います。

まず、陳情平成20年第150号を除く陳情30件について、企画部長の説明を求
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めます。

継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願

いいたします。

なお、陳情平成20年第150号につきましては、知事公室関係の陳情審査のと

きに、審査は終了していますので、御了承をお願いいたします。

川上好久企画部長。

企画部に関する請願及び陳情案件につきまして、お手元○川上好久企画部長

の総務企画委員会請願及び陳情に対する説明資料により、処理方針を御説明申

し上げます。

、 、表紙をめくっていただきまして 目次の１ページから３ページにかけまして

陳情の一覧表がございます。企画部関係の陳情につきましては、継続の陳情が

29件、新規が２件となっております。

継続案件のうち、26ページの陳情平成22年第158号―美ぎ島美しゃ（先島）

圏域の振興発展に関する陳情、28ページの陳情平成22年第169号―竹富町観光

振興に関する陳情、及び29ページの陳情平成22年第192号―石垣空港発着路線

の航空運賃低減を求める陳情につきましては、経過・処理方針等に変更がござ

いますので、変更部分を御説明いたします。

なお、27ページの陳情平成22年第168号は経過・処理方針等に変更がありま

すが、これから説明する陳情平成22年第158号と経過・処理方針等の変更内容

が同じでありますので説明を省略いたします。また、29ページの陳情平成22年

第192号の変更内容の一部についても同じ内容がありますので、その説明につ

いても省略いたします。

26ページをお開きください。

今回の実験結果を踏まえ、航空運賃の低減化については、次期振興計画の離

島振興策の柱として位置づけ、移動コストの低減化を図るため、現在、国に対

して新たな制度の構築を要望しているところです。

島嶼県沖縄においては、海上輸送航路の確保維持は、住民生活の安定や産業

振興の面から欠くことのできない重要な課題であると認識しており、離島航路

補助制度により、航路事業で生じた欠損額を国及び市町村と協調して補助を行

なっているところです。

先島航路の再開については、採算性や事業主体等の問題があり、困難な状況

にありますが、身体的理由により飛行機に搭乗できない住民等については、平

成23年１月10日から琉球海運株式会社の貨物船内にある船室の一部を活用し、

輸送できるようになったところです。
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続きまして、28ページをお開きください。

離島間の船舶運賃の低減化については、次期振興計画の離島振興策の柱とし

て位置づけ、移動コストの低減化を図るため、現在、国に対して新たな制度の

構築を要望しているところです。

続きまして、29ページをお開きください。

交通コストの低減は、島嶼県である本県にとって重要な課題であり、小規模

離島を対象に平成22年10月１日から航空運賃低減化の社会実験を実施していま

す。

次に、新規の陳情について御説明いたします。

30ページをお開きください。

陳情第12号―住民の安心・安全を支える行政サービスの拡充を求める陳情に

ついて御説明いたします。

政府は、住民に身近な行政は、できる限り地方自治体にゆだねる補完性の原

理の考え方に基づき、地域主権改革を推進しており、昨年６月に地域主権戦略

大綱を閣議決定しております。

国の出先機関改革については、昨年末に閣議決定されたアクション･プラン

に基づき、平成26年度中の出先機関単位での事務・権限の移譲を目指して、地

方との協議が進められており、一括交付金化については、平成23年度から第一

段階として、都道府県分の投資補助金を地域自主戦略交付金として創設するこ

ととされております。

県としては、このような地域主権改革の進展を踏まえつつ、沖縄21世紀ビジ

ョンで県民とともに描いた将来像を実現するため、政府に求めている平成24年

度以降の新たな沖縄振興の枠組みを構築し、施策の展開に必要な財源が確保で

きるよう取り組んでまいりたいと考えております。

なお、国の出先機関の事務・権限を地方が受け入れた場合の人材移管・財源

移譲は、全国知事会を通して政府に要望しているところであります。

続きまして、31ページをお開きください。

陳情第26号―平成23年度高速道路の原則無料化社会実験計画に関する陳情に

ついて御説明いたします。

平成22年６月28日から物流コスト、物価を引き下げ、地域経済を活性化する

ことを目的に、高速道路の無料化社会実験が実施されておりますが、実験開始

後においては、財団法人沖縄県トラック協会が指摘しているように、沖縄自動

車道では厳しい渋滞が発生しております。

このような状況を踏まえ、国土交通省は平成23年２月９日、沖縄自動車道に

ついては６月以降、休日は無料、平日は実験前の５割引きの料金を課金すると
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いう内容の見直し案を公表しております。

他方、同協会に加入している事業者が、本県の物流に関して重要な役割を担

っていることについては十分に認識しておりますが、自家用貨物車においても

物流の一端を担っていることなどを考慮した場合、営業車のみを無料化につい

て特別に取り扱うことは難しい面があると考えております。

同協会は、実証実験を所管する国に対しても同様の要請を行っておりますの

で、県としましては、今後の国の対応に留意していきたいと思います。

以上で、企画部に関する陳情案件の処理方針の説明を終わります。

企画部長の説明は終わりました。○當間盛夫委員長

これより各陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡

潔にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。

髙嶺善伸委員。

26ページのところからお聞きしたいと思います。離島航路補○髙嶺善伸委員

助制度について、航路事業で生じた欠損額を国及び市町村と協調して補助を行

っているところですというくだりがありますが、今回の陳情のポイントになっ

てきたのは、これまで宮古島と石垣島を結んでいた貨客船が廃止になっている

ということも踏まえた、再開に対する熱い希望があります。そこで当然、沖縄

振興特別措置法に指定された離島には、宮古島と石垣島が入っておりますね。

それを沖縄県が宮古島と石垣島は離島ではないという認識に立って、離島航路

補助制度は該当しないということで取り扱ってきた経緯があるのですね。今の

旅客航路事業というのは、国内どこを見ても赤字なのですよ。一定の支援策を

しないと、新たな事業者がやるにしても厳しいのではないかと思われますが、

ぜひこの機会に、宮古も５万人、八重山も５万人相当の定住圏―航空路利用者

がほとんどでありますけれども、皆さんの説明では２万人ぐらいが旅客航路を

利用しているということがありましたので、今後引き続き旅客船も就航するた

めには、離島航路補助として旅客部門の赤字部分については支援をするという

スキームをつくらないと、なかなか再開は難しいと思われますが、この陳情の

趣旨からして、皆さんの対応について―今後改善をするのか、見直しをするの

か、そこについてお聞かせください。
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現在、離島航路補助制度につきましては、宮古島、石垣○川上好久企画部長

島が指定している離島ではないから対象にはならないということではなくて、

補助対象航路の条件というのがございます。それから外れているので、対象に

はなっていないという状況でございます。もう一つは、離島航路に対する補助

制度というものをどのように見直していくのか。これまでも国のほうは、さま

ざまな新しい補助制度を準備はしているわけでございますけれども、なかなか

それが利用しにくい状況もあって、県でも実績がないわけでございますが、今

般の新たな沖縄振興のための制度要望の中では、航空運賃、それから航路運賃

についての提言のためのスキームを考えております。しかしながら、それは少

なくとも航路が開設されているということが前提になるわけでありまして、そ

この部分については、民間の採算性とか事業主体等の判断による航路の開設、

事業の実施というものがないといけないという状況になっていると理解してお

ります。新しい制度の中では離島の航路、それから航空路線についての住民負

担の軽減を図るための制度を要望するという状況にございます。

新たな沖縄振興計画をこれからつくっていくわけですから、○髙嶺善伸委員

新たな法制度の仕組みも含めて、離島の持続的な発展のために、今、旅客船が

走っていない宮古、石垣の旅客航路を確保する必要があるかどうかという認識

を持たないと、全然前に進まないのですよ。もし、旅客船を就航させるという

気持ちがあれば―既存の業者も、旅客船は赤字になるので運航することはでき

ないと言っているのです。したがって、国の新しい支援を巻き込んで、制度的

に就航できるようなスキームをつくらないと難しいです。したがって、県にや

、 。る気があるかないかというところに 僕は入り口があると思うのですけれども

もし、これを就航させるという県の考え方があれば、新たな沖縄振興計画の中

に、これまでは高校もある、県立病院もあるから離島ではないと言ってきた宮

古島と石垣島を、改めて持続的発展が可能な離島として―指定離島に位置づけ

られていますので、そこを位置づけて、就航のための取り組みを行うという明

確な方針を国に示していくことが必要ではないですか。

離島県、島嶼県である沖縄県にとって、航路も、それか○川上好久企画部長

ら航空路線もその確保は非常に重要なことだと認識はしてございます。そのた

めに今般の―今、委員が言われることは、有村産業株式会社の撤退後の旅客航

路の確保についての話だと認識しているわけでございますけれども、これにつ

きましては、これまでも県はさまざまな方策について状況分析をしながら、ま
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た、県としてできることは一生懸命やってきたところでございますが、基本的

にはその航路を開設する事業者―主体をどのようにするのか、そこのところで

核となるものができないと、なかなか支援する体制ができないということがご

ざいます。これまで新会社への出資の話だとか、あるいは県から既存の事業者

に対して呼びかけを行ったといったところでございますが、なかなか実現に至

、 、 、っていない状況でございますけれども しかし 先ほど申し上げましたように

先島航路の存続は非常に重要な課題だと県としては認識してございます。そう

いうことで、これからは関係機関とも調整しながら確保について進めてまいり

たいと思います。ただ、新しい法律の中で位置づけて、それが可能かどうかと

いう話についてですが、今のところそこまでの議論というものは整理されてい

ないわけでございますけれども、少なくとも事業者が出てきた場合はさまざま

な支援のあり方は検討できるかと思います。今回の制度の中ではそう考えてお

ります。

それでは、１つだけ確認させてください。今まで企画部交通○髙嶺善伸委員

政策課を中心に、宮古島、石垣島の住民は、その１％しか船に乗っていない。

したがって、飛行機があるのでそれほど不便を来すものではないという立場を

繰り返し述べてきました。この姿勢を続けるのか。それとも、やはり旅客船も

必要だという認識のもとに立って、旅客船の再開に向けて取り組むのか。どち

らですか。

先ほども申し上げましたように、離島県、島嶼県―広大○川上好久企画部長

な海域に沖縄県の島々は散在しているわけでございまして、航空路線も、それ

から航路もともに重要なものだと認識しております。県としては、その復活を

望んでいるわけでございまして、さまざまな手当てを勘案しながら、努力をし

てまいりたいと考えております。

よろしくお願いします。○髙嶺善伸委員

次に、航空運賃の低減化について―29ページなのですが、現在行っている小

規模離島を対象にした航空運賃低減化の社会実験、私は画期的な事業だと思っ

て高く評価しています。ぜひ、社会実験が終わった後の各離島への航空運賃、

これは小規模離島のみならず県内離島の航空路を拡大するためには、現在の社

会実験の枠組みの延長だけではなく、もっと抜本的な法制度か、スキームをつ

くる必要があると思うのですが、この後の―新たな制度の構築を要望している

と皆さんは陳情処理方針に書いておりますので、主にどのような制度を想定し
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て要望しておりますか。

現在、県が行っている新たな沖縄振興のための制度要望○川上好久企画部長

の中身としましては、離島住民の負担軽減のために、おおむね切り口としては

４点あるだろうと考えております。１つは、離島における航空機燃料税の免除

とか、軽減とか、そういう公租公課を減免して事業者のコストを下げることに

、 。 、 、よって その航空運賃の低減につなげていく方法等です もう一つは 着陸料

それから航行援助施設利用料もそうですが、こういうもの。あともう一つは、

航路、それから航空運賃について、陸続きではないという沖縄県の状況を踏ま

えて、鉄道運賃と比較した場合との差額を補てんするような仕組みができない

のか。それを沖縄離島住民移動交付金（仮称）という形で制度要望をしている

ところでございます。それ以外には、現在ある離島航路、航空路の維持確保で

す。助成制度の構築ということで、現行の地域公共交通確保維持改善事業をさ

らに充実したものにできないのか。この４点から運賃の低減策について、制度

要望をしているところでございます。

今の沖縄振興特別措置法の延長で公租公課の軽減率をさらに○髙嶺善伸委員

拡大するというのは当然読めるわけです。ただ、それ以上に鉄道運賃と同等の

移動の権利を確保するとなってくると、新しい財政的な問題もありますし、制

度もありますよね。それについて新たな沖縄振興計画に盛り込むために、その

辺の実現性について、今、皆さんはどのような手ごたえを感じておりますか。

昨年末の沖縄政策協議会沖縄振興部会で、それは45項目○川上好久企画部長

の１つとして提案いたしました。これについては、内閣官房長官から各省庁に

対して検討するよう指示が出たわけでございますけれども、これを踏まえて、

実は１月の末から各省庁との意見交換が始まっております。２月、３月にかけ

て事務的な調整を進めながら、４月から８月にかけて制度を固めていくという

状況になっています。今はまだ調整の最中だというところでございます。

わかりました。ぜひ頑張ってください。最後に１つ。今度は○髙嶺善伸委員

離島航路ですね。最近の原油価格高騰で運賃が非常に値上がりして、石垣島と

西表島、波照間島、竹富島など大変な運賃値上がりで困っております。鉄道が

ないために、飛行機が離発着できる空港がないために船に乗らないといけない

わけですけれども、離島航路の補助対象ではないものですから、ストレートに

―すべて利用者に負担してもらっているため、鉄道の運賃よりはるかに高い運
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賃を払って、離島を移動するということになっているのですよね。そのように

離島航路補助ではないが、鉄道運賃並みに移動ができるようにするためには、

今の離島航路補助のスキームにはないものを新たに打ち出さないといけないと

思っているのですよ。したがって、航空路のほかにそのような離島航路対象で

はない離島航路の運賃低減問題、それもぜひ取り組んでもらいたいと思います

が、その辺についてはどうでしょうか。

先ほど申し上げました沖縄離島住民移動交付金（仮称）○川上好久企画部長

の対象として、航空運賃だけではなくて、航路も含めて検討しているというと

ころでございます。

私は東日本大震災も起きて、沖縄振興のボリュームというの○髙嶺善伸委員

を大変懸念しておりますが、やっぱり国難的な復興は復興、沖縄の振興は沖縄

、 、 、振興で しっかりとした訴えをしていくべきだと思いますけれども この県民

離島住民の移動の権利を確保する提案は、大変画期的だと思っています。しか

し、それを実現するためには、かなりの財源を必要とすると思いますが、机上

の空論ではなく、実際に移動している県民、あるいは離島住民の負担からする

と、どれぐらいの交付金を確保すれば鉄道並みの移動権を確保できるという想

定で国と交渉しているのですか。

どのぐらいの利用度が出るのか、まだ想定できないので○川上好久企画部長

すけれども、現状であらあらの概算で申し上げますと、おおむね20億円弱ぐら

いかなと見ております。

実現のために頑張ってください。○髙嶺善伸委員

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

上里直司委員。

１点だけ。資料の28ページ―竹富町の観光振興に関する陳情○上里直司委員

の石垣―波照間路線の休止とあるのですけれども、今髙嶺委員からありました

小規模離島等の運賃補助が行われている中で、こうして休止をしているところ

でも、一度支援をすることによって復活することはできないのでしょうか。

これは事業者がどう判断するかだと思います。航空路で○川上好久企画部長
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あれ、航路であれ、そこで開設されて運行しているのであれば、それを利用す

る人に対して補てんができるわけでございますけれども、その制度があるとい

うことを前提にして事業者が再開するのであれば、それはそれで対象になろう

かと思います。

ちなみに、事業者というのは琉球エアコミューター株式会社○上里直司委員

、 、―ＲＡＣですが ＲＡＣの株主の中には沖縄県も入っているかと思うのですが

どのぐらいの出資割合があるのですか。

３億9000万円―ちょっと端数は覚えていないのですけれ○川上好久企画部長

ども、約３億9000万円のうち、2000万円を出資をしているということでござい

ます。

この会社―ＲＡＣは他の出資者として、恐らく日本トランス○上里直司委員

オーシャン航空株式会社―ＪＴＡのほうも出資されていますよね。この件で質

疑をすると、事業者の判断というお答えが返ってくるのですが、７％といえど

も、県は立派な発言権のある株主なのです。さらに、ＪＴＡも株主に入ってい

るということで言えば、ＪＴＡを通じて言えるわけなのですよ。ですから、こ

こは事業主の判断ではあるのだけれども、やっぱり株主としてどうなんでしょ

うかと促す役割はできると思うのですよ。ですから、事業者判断任せではなく

て、一度株主総会等で―総会までいくと大げさになるのですけれども、事業者

にどうでしょうかと―皆さんが運行を再開するのであれば、小規模離島の補助

対象になりますよという説明ぐらいはやったほうがいいのではないかと思うの

ですけれども、いかがでしょうか。

県はＲＡＣだけではなくて、ＪＴＡにも出資しておりま○川上好久企画部長

して、当然それは民間企業の経営についても責任を持つ立場であるわけですけ

れども、しかしながら、やはり県民の利益というものを、意見を述べるという

役割も当然持っているわけでございます。そういう中で、実態、状況を見なが

ら、適宜発言をしていきたいと考えております。波照間路線の話につきまして

、 、は 従来から県議会でも何遍も質疑があったと考えているわけでございますが

平成８年ごろから、高速船の就航によって採算が非常に悪化したという話がご

ざいます。恐らくその辺で路線が維持できないという判断があったかと思いま

す―今、詳細な資料が手元にないのですが、そういうことでございます。県と

しては、やはり当然に総合的な判断をしながら、県民の利益を損なわないよう
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な形で、株主としての発言をしていくべきものと考えております。

ここにも陳情の要旨として、高速船でも１時間弱を要し、悪○上里直司委員

天候時は運休となることからと書いてあるわけのですよ。実際に、その運休に

なるケースというのは頻繁にあるわけなのですね。そこに代替輸送も含めて、

観光客も含めて、そういう意味では空港もあるわけですから、もう少し運行再

開に向けて、採算性はもちろん当然でありますけれども、ぜひ事業者と一度そ

の話を―竹富町からきている話でもありますから、つなげていただきたいと要

望しておきます。

続けて２ページ―これは今度も質疑されていないと思うのですけれども、地

域再生計画に関する陳情です。陳情処理方針等では、平成20年12月１日に地域

再生協議会を設置したところですということなのですけれども、この地域再生

協議会はもう終わっているのですね。終わっていて、皆さんの仕事としては地

域再生伝道師という制度を設けて、地域再生についての考え方や制度の啓発活

動を行っているという立場ではあるのですよ。そこからすると、地域再生計画

を実施して―平成20年に協議会もやっておりますけれども、ここまで円滑に進

んでいない計画というのを、皆さんはどうとらえていらっしゃるのですか。

このお話は、基本的に県は地域再生伝道師という役割が○川上好久企画部長

あるわけでございますけれども、これはあくまでも地域再生計画というものが

ありますよという情報の発信であったり、また、この計画策定についてのアド

バイスとかそういう役割がありまして、この計画については、基本的にはそれ

ぞれの自治体が責任と権限を持って行うものだと考えております。

それはよく理解しているのですよ。その地域と国との間の情○上里直司委員

報の相互発信、交換を行う拠点となるものを専門としているわけですよ。です

から、この地域再生伝道師に地域から何らかの情報が上がってきているはずな

のですよ。そこで皆さんが、現在行われている那覇市の地域再生計画にただ一

言、国において適切になされているものと考えているけれども、計画自身その

ものが速やかに行われているわけではないのですよ。円滑に進んでいるわけで

はないのですよ。ですから、どう考えているのか―そこの判断というか、その

情報収集というのがどうなっているのかと聞きたかったのです。

地域再生伝道師というのは、ここのほうにも書いてござ○川上好久企画部長

いますけれども、法令等で規定されたものではないのです。これは先ほど申し
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上げましたように、地域再生についての考え方や制度を地域の市町村、それか

ら民間事業者に浸透させるという役割です。そのために―法令等で規定された

ものではないために、権限というものはないわけです。それはあくまでも独立

した自治体としての那覇市の権限と責任のもとに行われる。その計画の認定に

ついては内閣総理大臣になるわけです。直接、国とやりとりをするという形に

なっております。

そこを全部―那覇市の計画を抜きにしても、では、その地域○上里直司委員

再生伝道師が現在何をやっているのか、直近でどういう活動をしたのか、その

役割、活動について、皆さんの活動状況を御説明いただけますか。

地域再生伝道師というのは、具体的な仕事としては、メ○川上好久企画部長

ーリングリストをつくって、送信される国からの情報を県の各部局とか、各市

町村に情報提供をするとか、あるいは提案の募集、そして申請の受付期間につ

いての広報等情報提供をするとなっております。

直近でやったのは、内閣官房地域再生本部のところから流れ○上里直司委員

てくるものをメールで流す、提案の募集、受け付けるということだけですか。

これは制度としてそういうものがありまして、毎年毎年○川上好久企画部長

ございます。ちょっと今、手元に資料がないのですけれども、実は県もそうい

う事業ができるわけです。市町村にもそういうものがありますので、窓口にな

って、各市町村に毎年毎年の提案の募集とか、受付期間とかを周知するという

ことになります。これは例年の業務としてあって、ちょっと今、具体的な資料

は持っていないのですが―日付がはっきりわからないのですけれども、この提

、 、 。 、案の募集というのは 年に四 五回あるそうです 恐らく国から連絡を受けて

各市町村に情報を提供しているということになろうかと思います。

国からとか、地域とかという話があって、県の役割というの○上里直司委員

がどうも見えにくいなと。当然、地域が主体だとおっしゃるかもしれないけれ

ども、啓発説明会等々について、もう少し役割が明確になっていただければと

いうことを申し上げて、これで質疑を終わります。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

新垣清涼委員。
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一番最後の陳情第26号ですけれども、これは去年の６月から○新垣清涼委員

社会実験ということでやられています。地域経済を活性化するために、高速道

路を無料化するということでされているわけですが、この半年間経過して、そ

の効果というか―社会実験の成果というのは県のほうにも来ているのでしょう

か。

高速道路無料化実験については、影響等の調査は国のほ○川上好久企画部長

うで行っているわけですけれども、行った概要を少し御説明申し上げますと、

まず１点目は、社会実験実施による交通実態の変化の部分が１つあります。例

えば、平日の場合ですと沖縄自動車道の交通量は増加して、並行する国道の交

通量は減少したということがございます。特に中南部を中心にした短区間利用

の交通量が増加したという現象がございまして、結果として、沖縄自動車道に

おける渋滞、それから一般道路におけるインターチェンジ接続路線上の交差点

を中心とした―特に朝、それから夕方のピーク時の渋滞が増加したということ

になっております。また休日においても、沖縄自動車道の交通量が増加し、並

。 、行する国道の交通量の減少という同じような状況が起こっております そして

住民生活に与えた影響とか、観光施設に与えた影響等がございますけれども、

特に観光施設に関しては、無料化に伴う観光客数の変化は特にないといわれて

おります。また、無料化を契機としたイベントを実施したという動きはないと

いうことで、特に大きな影響は発現していないという結論になっております。

一方、路線バス、それから観光バスに与えた影響としましては、例えば高速バ

スのダイヤの乱れ―これは最大50分を記録をしたと出ております。また、物流

に与える影響ということについては、物流事業者の高速道路無料化に対する評

価は二分されていると―プラスとマイナス、それぞれあるということでござい

ます。ただ、そのことによって物流料金の値下げに至った事業所は、今のとこ

ろ出ていないということでございます。

今、社会実験の中では現象として渋滞だとか、あるいは並行○新垣清涼委員

している国道58号あたりの通行量が減ったという話は出ているのですが、それ

によって、物流業者からすると評価は二分されているのですが、経済効果とし

て―この実験は物価を引き下げ、地域経済の活性化を目指して社会実験されて

いますよね。そういう意味では、そういった分析はまだなされていないという

ことですか。
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経済効果分析は手元にないのですけれども、渋滞損失時○川上好久企画部長

間の変化については、高速道路で無料化前と無料化後を比較して、約16％ふえ

たという分析結果が出ています。実は一般道路も、都市部における高速道路と

の接続点においては、渋滞損失時間が同じように16％ふえたということになっ

ております。

今回、来る６月から料金を変えますよね。平日50％引きと休○新垣清涼委員

日無料。これについては、県のほうにも意見を求められたのでしょうか。

これは、国のほうから意見を求められました。○川上好久企画部長

今、県としては、実施予定のそういう意見と一致していると○新垣清涼委員

いうことでよろしいのでしょうか。

そのとおりです。○川上好久企画部長

先ほど経済効果はまだ出ていないということだったのですけ○新垣清涼委員

れども、これは国土交通省としては、そういったことを数値として出していく

方向で―この間の経済効果について数値的にはじき出して、県に提示するとい

うことは計画されているのでしょうか。

今、試験中ですので、国のほうで何らかの形で○照屋朝和道路街路課副参事

取りまとめて公表されると聞いております。

ぜひそれを求めて、次の施策に生かしていただきたいと思い○新垣清涼委員

ます。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

照屋守之委員。

30ページの陳情―国の出先機関の件ですけれども、今、沖縄○照屋守之委員

県は政府に対して一括交付金―新たな仕組みを3000億円ということで求めてい

ますよね。私はこの3000億円が認められれば、内閣府沖縄総合事務局、あるい

は出先機関を含めて、県と統合してよいのではないかなという思いがあります

けれども、川上企画部長はこの件についてどう考えますか。
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この件につきましては、沖縄総合事務局の見直しについ○川上好久企画部長

ては、国の出先機関改革の一環として政府のほうでまず１つ行ってという事実

。 、 、がございます そういう意味合いにおいては 一括交付金化という話とは別に

二重行政の見直しと地域のガバナンス―議会を含めた全体の行政などのガバナ

ンスを広げる意味合いで必要だということで、進めるべきという考え方に立っ

てございます。

その一括交付金と国の出先機関の統廃合とかというものにつ○照屋守之委員

いては、別でとらえているのですか。

出先機関の見直しと一括交付金は必ずしも同じ―これが○川上好久企画部長

なければ、これはやらないという話ではないという考え方で進めております。

一括交付金化というのは、これはあくまでも現民主党政府の中において、ひ

もつき補助金を廃止して、より裁量の高い交付金制度を創設するという考え方

に基づいて、県としては一括計上交付式を堅持しながら、そしてまた、現在あ

る補助率のかさ上げ分を確保して、自由度の高い沖縄振興一括交付金制度をつ

くってほしいと要望しているわけでございます。

、 、 、一方 沖縄総合事務局につきましては これは国の出先機関改革に基づいて

出先機関改革の考え方―国と地方の役割分担の最適化や行政運営の効率化、最

適化、それから議会によるガバナンスの確保という考え方に沿って、県として

も検討しているところでございます。

県はそういう考え方でどうかなと思うのだけれども、私はむ○照屋守之委員

しろ国の改革という―国の出先機関の統廃合も含めて、今、県が置かれている

状況がありますよね。3000億円というのは、過去をさかのぼって一括計上分の

平均値を出したわけでしょう。それはこれも含まれての話ですよ。ここの部分

に人件費も含めての話だから、そんな紛らわしいことを言わないで、単刀直入

にそういう形で3000億円とか、あるいは―極端に言えば2500億円でもいいので

はないか。そういう仕組みができれば、県がそういう機関も全部まとめて引き

受けてやりますというぐらい腹をくくらないと、このような厳しいときに、中

途半端なことを政府に対して話などできないのではないか。きちんとやったら

どうか。あれとこれは別なんて、こんなチャランポランなことできるわけない

でしょう。
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沖縄振興に必要な総額として、過去10年間の平均として○川上好久企画部長

3000億円という数字が出ているわけですけれども、それをできる限り自由度の

高いものにしてほしいということが一つございます。ただ、現実の問題として

国の直轄事業もございますので、現実の対応としては、やはり国の直轄事業を

除いた部分が沖縄振興一括交付金になるのかなと考えております。しかし、沖

縄県の場合は一括計上分として沖縄振興に要する経費は確定しますので、これ

については、3000億円というものを当初お示ししたということでございます。

ですから2500億円の中に―その分から1000億円余りは県に入○照屋守之委員

っているのだよ。既に入っている。別途に3000億円なんて、こんな要求などで

きるはずがない。トータルで―要するに今、一括計上分の2300億円の中から10

00億円余り、40何％が県に入っているのでしょう。ですから、そういうものを

含めて、トータルで今言うように、3000億円なら3000億円で全部我々が引き受

けます、国の出先機関の廃止にも県は協力しますというぐらい腹をくくらない

と。今の厳しい現状では、この一括交付金だってどうなるかわからないでしょ

う。こんな大きな額をやるときに、こういうものも含めて国と協力します、国

の出先機関も全部面倒見ますというぐらい腹をくくっていかないと対応できな

いのではないですか。どうですか。

この交付金は、あくまで県に交付される金になるわけで○川上好久企画部長

ございますから、当然国の出先機関改革の中で沖縄総合事務局の権限、または

事務が移譲されるのであれば、当然その部分は一括交付金の中にも入ってくる

ものと認識しております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

山内末子委員。

最後の陳情第26号―高速道路無料化の件です。財団法人沖縄○山内末子委員

県トラック協会から、こういう形で自分たちのほうだけは―営業用と自家用と

分けてということで出ていますけれども、今回の決定については、なかなか地

域の皆さんの理解を取りつけていなかったということが、大きな問題だったと

思うのですよね。決まった以上は進めていくのでしょうけれども、利用する区

間によっても、または利用する目的によっても賛成、反対とそれぞれが持って

いる思いは全然違うのですよね。そういう意味では、今回の有料化にすること

によって、細かい分析をした上でさらなる政策を決定するのでしたら、これま
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でのようなアバウトな調査の上での決定ではなくて、もう少し具体的に―本当

に地域によっても違いますし、先ほども言いました利用する目的によっても、

皆さんからすると―今回ガソリンも高くなっていますので、そういったものが

経済的に本当に損失になっているのだろうか、効果が出ているのだろうかとい

うところは、これからまた方向性が全然変わってくると思うのですよ。そうい

う意味では、有料化に向けてはもう少し具体的に、きめ細やかな調査をしなが

、 、ら 次なる政策に寄与するような調査をしていただきたいと思いますけれども

川上企画部長の見解をお聞かせください。

今回の無料化の要望―昨年度でしたが、そもそも前提に○川上好久企画部長

なったのは、これまで行ってきた沖縄自動車道の割引制度が、財源的な問題で

平成22年度に廃止になる。そういう中で、無料化実験があるということで、今

後の施策の展望を図る観点から参加したわけでございますけれども、今般この

１年間実施して、確かに住民負担は軽減されたわけでございますけれども、そ

の結果としては交通渋滞だとか、いろいろな課題が出てきたと。あと１年間、

実験は継続される中で、一部課金をしながら―実施前よりもその半額という課

金でもって実験を続けて、その結果でまた判断するということでございますの

で、今、委員が言われたような形でさまざまな分析をしながら、今後の施策に

つなげていきたいと思います。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○當間盛夫委員長

以上で、企画部関係の陳情30件に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員の入れかえ）

再開いたします。○當間盛夫委員長

次に、出納事務局関係の陳情第16号の審査を行います。

陳情第16号について、会計管理者の説明を求めます。
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米蔵博美会計管理者。

出納事務局に関する陳情案件につきまして、お手元の○米蔵博美会計管理者

総務企画委員会請願及び陳情に対する説明資料により、処理方針を御説明申し

上げます。

それでは、処理方針をお開きください。

陳情者は、沖縄県事務機器協会会長比嘉利英氏であり、件名は、物品等の購

入、機器レンタルにおける地元企業優先発注に関する陳情となっております。

それでは、処理方針を説明いたします。

沖縄県が発注する文具・事務機器類等の物品については、物品調達基金管理

規則等で対象とする物品を定め、原則として物品管理課において、物品調達基

金による集中調達を行っております。

物品を調達するに当たっては、県内業者の育成を図る観点から物品調達基金

に係る調達基準を定め、県内業者に優先して発注するようにしております。

また、機器レンタル等の複写機の契約については、昨今の厳しい財政状況及

び事務の合理化を図る観点で、平成20年度から物品管理課において、地理的条

、 、件等により県内を４地区に区分けして 競争入札による一括単価契約を実施し

経費の低減化とともに事務効率の向上を図っているところであります。

機器レンタル等の複写機の契約のあり方については、さまざまな角度から今

後とも検討していきたいと考えております。

以上、出納事務局に係る陳情案件について、御説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

会計管理者の説明は終わりました。○當間盛夫委員長

これより陳情第16号に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡

潔にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。

島袋大委員。

２点だけお聞きしたいのですけれども、処理方針の中で県内業○島袋大委員

者を優先して発注しているとありますが、実際その割合はどういう状況になっ

ていますか。
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物品調達基金の調達基準による―いわゆる消耗物品等○米蔵博美会計管理者

の調達になりますけれども、平成21年度における物品調達基金での調達状況は

、 、 、件数で1773件 金額にすると４億2000万円余りとなっておりますが そのうち

県内企業に発注した割合は93.1％となってございます。

今、物品調達に関してですけれども、次の機器レンタルの複写○島袋大委員

機等の内容ですけれども、その辺の県内業者もろもろの発注状況はどうなって

いますか。

複写機に関しましては―このほうは平成20年度から開○米蔵博美会計管理者

始しておりますけれども、３年間の契約となります。ただ、３年契約で―大ま

かに言いまして、使用機器の３分の１ずつを更新するという形になりますけれ

ども、平成20年度においては４地区を分けますと、地元企業としては１地区。

また、平成21年度も同じように地元企業は１地区。平成22年度は全部本土企業

となっております。平成23年度の結果としては４地区のうち１地区が地元企業

で、あと３地区は県外企業となっております。

総合的に４地区に分けて、今度新たに１地区はやっております○島袋大委員

よね。トータル的な割合で、今おっしゃった県内の受注率と本土の受注率の割

合は実際どうなっていますか。

休憩いたします。○當間盛夫委員長

（休憩中に、島袋委員から、平成23年度における県内企業と県外企業

の契約台数の割合について質問している旨の補足説明があった ）。

再開いたします。○當間盛夫委員長

米蔵博美会計管理者。

平成23年度の契約台数は133台になりますけれども、○米蔵博美会計管理者

そのうち県内企業は８台で、あとは県外企業ということになります。

平成20年度から一括単価契約を実施していると思いますけれど○島袋大委員

、 、 、も 処理方針を聞きますと 財政状況等いろいろな面から考えるということで
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また、行財政改革の一環として一括単価契約を実施していると思いますけれど

も、その成果として数字的にはどうなっていますか。

導入前の契約金額が３億15万円余りでございますけれ○米蔵博美会計管理者

ども、導入後は約３分の１の１億31万円余りでございます。

それだけ金額の差が出たということですよね。○島袋大委員

契約方法そのものが違っております。導入前は各課ご○米蔵博美会計管理者

とに、個別に契約をしておりまして、その際には機器の基本料金というものが

ありまして、使用自体も―何千枚までは基本料金、それから何千枚から何千枚

までは１枚当たり幾ら、それ以上になると幾らとか、いろいろ料金体系で細か

いものがございました。導入後はすべて１枚当たり幾らという契約方法に変わ

っておりますので、そこら辺の大きな手法の違いがその差にもなってきており

ます。

平成20年度以前は各課での契約・発注で単価は高かったと。平○島袋大委員

成20年度以降は一括契約をして、全体を見据えてやったものだから、単価は安

くなったと。その差額がこれだけ出たということで理解してよろしいですか。

そうです。○米蔵博美会計管理者

行財政改革の一環でそういった形にまとめるということは、僕○島袋大委員

は非常によいと思っておりますけれども、実際に発注状況を見ますと、平成23

年度の新規契約の中では、約80％近くは県外、約２割近くが県内ということに

なっておりますから、県内の業界の皆さんのことも考えながら―確かに我々が

行財政改革しなさいと言っている中で、いろいろな面でのすり合わせが出てく

ると思いますけれども、その辺はやっぱり、県内企業の育成の観点もろもろ考

えると、若干いろいろな面で考えるべきものもあるのではないかなと思ってお

りますけれども、その辺はいかがですか。

事務の合理化、経費の節減とそういった面も堅持しな○米蔵博美会計管理者

がら、されども地元企業の育成という視点も入れて、今後、契約のあり方につ

いてはいろいろ研究し、検討していきたいと考えております。
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この陳情をなされている団体の皆さん方は県内の企業であっ○島袋大委員

て、そういったもろもろを考えれば、県内にできるものは県内にしてほしいと

いう趣旨の陳情ですよね。

そのような陳情だと理解しております。○米蔵博美会計管理者

いろいろな面で考えていただきたいなと思っていますが、ひと○島袋大委員

つよろしくお願いしたいと思っております。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

照屋守之委員。

県内企業優先発注と行政が行財政改革で経費を抑えていくと○照屋守之委員

いう―これは非常に相矛盾するテーマだと思うのですね。ところが、このよう

に３億円余りのものを１億円余りでやる。これは県内業者ではできない―内地

のメーカーが直でしかできないということになれば、要するに３分の１でしか

仕事をとれないということになれば、メーカーから品物をとって納品する代理

店からすると太刀打ちできないわけですよね。通常のお互いの商取引と考えて

も、売値の３分の１で商取引が行われている実態というのは、どう考えても正

常ではないですよ。ですから、今のように行財政改革で成果を大きく上げて、

非常によかったという面と、一方では―行政は行政でいいのだけれども、我々

県議会からすると、県内の企業に頑張ってもらいたい、そこで働く県民の方々

の雇用を守りたい、経済を活性化させたいという、我々県議会議員としてもそ

ういう観点が非常に強いわけですよね。両方バランスはとらないといけません

けれども。そこでぜひ、メーカーのやるべきような仕事―規模も、金額的なも

のも、特殊な技術も含めて。それと地元の代理店―そういう仕事の持ち分。彼

らは当然、自分たちの製品は持っていないから、どちらにせよ取引はメーカー

に行くわけですよね。ですからその区分けと、やっぱりこういう物品について

も、最低制限価格のようなものはある程度必要ではないかなと思いますよ。そ

うすると―今は３分の１でとどまっているけれども、メーカーサイドが極端に

ワジワジーすれば、20％で入札しても、10％で入札しても落札できるわけです

よ。そうするとこの商品、サービスの値段は、もうあってないようなものでは

ないですか。幾らでも安ければよいということになるので、ですからここは―

予算が少なければよいという考えで一方的に進めるのであれば、それはそれで

よいかもしれませんけれども、公の契約ですからぜひ最低制限価格のようなも
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の。それと、指名競争入札ですよね。メーカーと地元の代理店が直でぶつかっ

て競争入札した日には、一方的にメーカーサイドにはかなわないということは

だれが考えてもはっきりしてますよ。こっちは５割で入札したとしても、あっ

ちは３割、２割の入札で戦えるわけですからね。ですから、そういう視点も含

めて―これまで頑張っていただいた経緯については非常に高く評価しますけれ

ども、今後についてはそのような観点も含めて、ぜひ御検討をお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。

委員のほうからいろいろ御提案がございましたけれど○米蔵博美会計管理者

も、最低制限価格については、製造請負とか制度導入に当たってのいろいろな

。 、 、制限等がございます ただ いかに地元企業を育成するかという視点を持って

契約のあり方についてどういう方法があるかとか、これは研究していきたいと

思います。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

前田政明委員。

、 、○前田政明委員 一般的な話で 卸売と小売で勝負しても話にならないわけで

それぞれの役割があると思います。ちょっと教えてほしいのですけれども、規

、 、 。定の中に 事業所は沖縄県に本社を置く者とか そういう規定はないのですか

この複写機のレンタルに関しては、平成20年度から物○米蔵博美会計管理者

品管理課のほうが取りまとめて行うという契約になっているのですけれども、

物品調達基金の調達基準の中には、まず地元企業優先という視点でもって、第

一に地元企業。２番目に―物品管理課独自の言葉ではございますけれども、準

県内企業ということで、県内に支店、営業所を置く者という形の使い分けをし

ております。まず地元企業優先を第一に置いて、物品等の調達については指名

競争入札という手法でもって行ってございます。

沖縄21世紀ビジョンに向けての反省として、沖縄県内で金が○前田政明委員

還流する仕組みをつくると。ですから、先ほど言った３億円余りであったのが

１億円余りになったというのは……。しかし、雇用効果その他を含めて考えた

場合には、仮に本土企業ですとそのまま金は沖縄ではなくて、本社のほうに行

くのでしょう。そうではなくて、支店には支店に行く分があるのですか。
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地元企業からは当然、県内に法人事業税、それから法○米蔵博美会計管理者

人住民税等が入ってきますし、県内に支店あるいは営業所を置く県外企業も、

その税というものは納めてございます。

いろいろあるかもしれませんけれども、この陳情の状況から○前田政明委員

したら、先ほどの準ずる者ということではなくて、場合によっては思い切って

―こういう事務消耗品を扱う場合に、メーカーが入ってくるとこれはどうして

も、家電でもそうかもしれませんけれども、これはもう太刀打ちできませんよ

ね。そういう面では、地元企業に仕事を回すということは、やはり雇用効果も

あって、目に見えない経済的効果があるということだと思うのですね。そうい

う面では、準ずるということでほとんど―先ほど言った133台のうち、８台が

地元企業という状況はいかがなものかなと。政策的にも沖縄県中小企業の振興

に関する条例その他もあるわけですから、そこのところは―例えば先ほど言っ

、 、 。たように 県内に本社を置く者と明言すれば 地元企業しかできないわけです

そういう面では、何百億円という仕事ではないものですから、そこはやっぱり

配慮してもよいのではないかということを御検討いただきたいということで終

わります。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

糸洲朝則委員。

メーカーからすれば、特に公の中でも県が一番大きなお客さ○糸洲朝則委員

んになるし、当然、そこはねらってきますよ。請負、代理店契約などをして細

、 。 、々とやっている県内業者は 限定された民間企業に行かざるを得ない しかし

それだってキャパシティーは知れている中で―ある人が言っていましたけれど

も、到底営業所といってもメーカー本社が入ってくるから、完全に本社サイド

の値段になりますよと。それに県内企業がパテントを得てやっているものなら

太刀打ちできるはずもないと。さっきからこれを言っていると思うのですけれ

ども、実際、我々もそういう現場の話を聞くにつけ、これは安ければよい、あ

るいはまた行財政改革の視点だけで行くと―言葉は適切でないかもしれないけ

れども、琉球処分の構図になっているなというまで感じがするのです。ちょっ

と余談になりますが、菅内閣総理大臣が琉球処分を読んで云々ということで、

本もまた一気に売れましたし、僕も改めて読みましたけれども、最近ではメア

発言も琉球処分に出てくる松田道之の思考と全く一緒だと。結局、行政が守ら

なくてはならない最後のとりでだと。民間は、どんどんメーカーが来て、受注
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しています。それを行政がきちっと歯どめをかけると。したがって、それは県

内最優先という厳しい基準を守ってほしいということだと思うのです。それを

ぜひやっていただきたいと。

法令等いろいろな角度も踏まえまして、まず地元企業○米蔵博美会計管理者

育成という視点を持ちまして、契約のあり方についてはいろいろと検討して、

考えていきたいと思います。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

髙嶺善伸委員。

物品調達の場合は、会計管理者という立場で、単独で決裁を○髙嶺善伸委員

して判断するのですか。

金額等のいわゆる決裁権の区分はございますけれど○米蔵博美会計管理者

も、実際上こちらで決裁するという金額はこれまでございません。

私は前定例会まで土木文化環境委員会に所属していたのです○髙嶺善伸委員

けれども、県内業者へできるだけ発注してほしいということで、我々は委員会

として国にも要請活動をしているのですよ。ところが、安ければよい、本土の

メーカー歓迎という形で会計管理者がやっているならば、地元企業育成という

知事の政策と合わないと思いますよ。ですから、自分たちの発注の仕方がよい

のか、地元企業育成と―矛盾するかもしれないけれども、守ってあげなければ

、 、ならない雇用であるとか経済を考えて ぜひこの機会に知事ともよく相談して

会計管理者としてこの発注でよいのかどうか。こういう指摘があったことを一

度相談して、次回に改善策を示してください。

ほかに質疑はありませんか。○當間盛夫委員長

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

○ 質疑なしと認めます。當間盛夫委員長

以上で、陳情第16号に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。
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休憩いたします。

（休憩中に、説明員等退席）

○ 再開いたします。當間盛夫委員長

議案及び陳情等の質疑についてはすべて終結し、採決を残すのみとなってお

ります。

休憩いたします。

（休憩中に、議案及び陳情等の採決などについて協議）

再開いたします。○當間盛夫委員長

上里直司委員。

ただいま議題となっております乙第23号議案沖縄県暴力団排○上里直司委員

除条例については、さらなる慎重な審査を求めたいと思っております。暴力団

排除については、当然その意思はありますけれども、その排除における条例の

条件整備をさらに求める意味でも、継続審査の動議を提案いたします。

お諮り願います。

ただいま、乙第23号議案に対し、上里委員から継続審査の○當間盛夫委員長

動議の提出があります。

、 、 。よって この際 乙第23号議案に対する継続審査の動議を議題といたします

これより、本動議を採決いたします。

本動議は、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

（挙手）

可否同数であります。○當間盛夫委員長

よって、委員会条例第14条の規定により、委員長が本動議に対する可否を裁

決いたします。

委員長は、乙第23号議案に対する継続審査の動議については、可決と採決い
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たしました。

これより、議案の採決を行います。

まず、乙第１号議案から乙第８号議案まで、及び乙第24号議案の条例議案９

件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案９件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、乙第１号議案から乙第８号議案まで、及び乙第24号議案の条例議案

９件は原案のとおり可決されました。

新里米吉委員。

乙第３号議案沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例につ○新里米吉委員

いては、附帯決議を提出したいと思います。

よろしく取り計らい願います。

休憩いたします。○當間盛夫委員長

（休憩中に、附帯決議案の配付）

再開いたします。○當間盛夫委員長

ただいま可決された乙第３号議案沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例

に対しては、新里委員から別紙のとおり附帯決議が提出されております。

なお、附帯決議案は、お手元に配付してあるとおりであります。

よって、この際、乙第３号議案に対する附帯決議を議題として、提出者から

の趣旨説明及び質疑を省略の上、これより直ちに採決を行いますが、その前に

意見、討論等はありませんか。

（ 意見・討論なし」と呼ぶ者あり）「

意見、討論等なしと認めます。○當間盛夫委員長

以上で、意見、討論等を終結いたします。

これより、乙第３号議案に対する附帯決議を採決いたします。
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お諮りいたします。

本附帯決議は、可決することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、乙第３号議案に対する附帯決議は可決されました。

次に、乙第27号議案、乙第29号議案から乙第31号議案まで、及び乙第34号議

案の議決議案５件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案５件は、可決することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、乙第27号議案、乙第29号議案から乙第31号議案まで、及び乙第34号

議案の議決議案５件は可決されました。

次に、乙第35号議案副知事の選任についてを採決いたします。

本案は、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

本案は、これに同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。

（挙手）

挙手多数であります。○當間盛夫委員長

よって、乙第35号議案は、これに同意することに決定いたしました。

、 。次に 乙第36号議案沖縄県教育委員会委員の任命についてを採決いたします

議案のうち、まず、大城浩氏について、お諮りいたします。

大城浩氏を沖縄県教育委員会委員に選任することについて、御異議ありませ

んか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○當間盛夫委員長
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よって、大城浩氏を沖縄県教育委員会委員に選任することについては、同意

することに決定いたしました。

次に、安里政晃氏について、お諮りいたします。

本案は、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

安里政晃氏を沖縄県教育委員会委員に選任することに同意する諸君の挙手を

求めます。

（挙手）

挙手多数であります。○當間盛夫委員長

よって、安里政晃氏を沖縄県教育委員会委員に選任することについては、同

意することに決定いたしました。

次に、陳情等の採決を行います。

陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたし

ます。

休憩いたします。

（休憩中に、議案等採決区分表により協議）

再開いたします。○當間盛夫委員長

お諮りいたします。

陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決

することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、さよう決定いたしました。

次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。

先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情58件とお手元

に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件

として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
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（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、さよう決定いたしました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきまし

ては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、さよう決定いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、先ほど審査した東北地方太平洋沖地震に対する県の対応に

ついてに関し、東北地方太平洋沖地震被害に対する支援体制の整備等

を求める意見書及び東北地方太平洋沖地震被害に対する支援決議を議

員提出議案として提出するかどうか、並びに文案・提出方法等につい

て協議した結果、案のとおり議員提出議案として意見書及び決議を提

出することで意見の一致を見た ）。

再開いたします。○當間盛夫委員長

議員提出議案としての東北地方太平洋沖地震被害に対する支援決議及び東北

地方太平洋沖地震被害に対する支援体制の整備等を求める意見書の提出につい

ては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、さよう決定いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、本委員会所管調査事務事項広報、危機管理及び消防防災に

ついてに係る北方領土問題の早期解決を求めることについてを議題と

して追加し、直ちに審査を行うかどうか協議した結果、議題として追
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加し、直ちに審査を行うことで意見の一致を見た ）。

再開いたします。○當間盛夫委員長

本委員会所管事務調査事項広報、危機管理及び消防防災についてに係る北方

領土問題の早期解決を求めることについては、休憩中に御協議いたしましたと

おり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、さよう決定いたしました。

北方領土問題の早期解決を求めることについてを議題といたします。

ただいまの議案に関し、議員提出議案として意見書を提出するかどうかにつ

いて、休憩中に御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、北方領土問題の早期解決を求めることについてに関し、北

方領土の早期解決を求める意見書を議員提出議案として提出するかど

うか及び文案・提出方法等について協議した結果、案のとおり議員提

出議案として意見書を提出することで意見の一致を見た ）。

再開いたします。○當間盛夫委員長

議員提出議案としての北方領土問題の早期解決を求める意見書の提出につい

ては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、さよう決定いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、本委員会所管事務調査事項総合開発及び地域振興について

に係る離島の保全・支援等についてを議題に追加し、直ちに審査を行

うかどうか協議した結果、議題として追加し、直ちに審査を行うこと
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で意見の一致を見た ）。

再開いたします。○當間盛夫委員長

本委員会所管事務調査事項総合開発及び地域振興についてに係る離島の保全

・支援等については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直

ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、さよう決定いたしました。

離島の保全・支援等についてを議題といたします。

ただいまの議案に関し、議員提出議案として意見書を提出するかどうかにつ

いて、休憩中に御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、離島の保全・支援等についてに関し、離島の保全・支援等

に関する意見書を議員提出議案として提出するかどうか及び文案・提

出方法等について協議した結果、案のとおり議員提出議案として意見

書を提出することで意見の一致を見た ）。

再開いたします。○當間盛夫委員長

議員提出議案としての離島の保全・支援等に関する意見書の提出について

は、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○當間盛夫委員長

よって、さよう決定いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、平成23年度の総務企画委員会海外視察調査について協議し

た結果、未曾有の大震災の発生に伴い、当面、視察調査を見合わせる

ことで意見の一致を見た ）。
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再開いたします。○當間盛夫委員長

以上で、本委員会に付託された議案等の処理はすべて終了いたしました。

委員の皆様、大変御苦労さまでございました。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 當 間 盛 夫
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